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委員長 事務局長 

分類 保存期間 文書番号   

１種 永年 ４１ 

教 育 民 生 常 任 委 員 会 記 録 

日 

時 
令和 ６年 ３月１９日（火） 

開会 

閉会 

午前 ８時５６分 

午後 ０時３３分 

会 

場 

総合保健福祉 

センター２階 

会議室１ 

出 

席 

者 

 委 員 長 森田 收三    副委員長 杉山 愛子 

 委  員 大﨑 宏明    委  員 佐々木 學 

 委  員 森光 一晴    委  員 髙橋 立一 

 委  員 西村 泰一 

市 

側 

出 

席 

者 

 副 市 長（ 平井 和久 ）  教 育 長（ 細木 忠憲 ） 

 学校教育課長 （ 中西  司 ）  生涯学習課長 （ 小野修一郎 ） 

 子ども・子育て支援課長（ 寺田 良生 ）  福祉事務所長 （ 山岡 伸也 ） 

 長寿介護課長（ 濱﨑 守央 ）  健康推進課長 （ 中川 雄大 ） 

 環境未来課長 （ 森光 澄夫 ）  市 民 課 長（ 大﨑 弘美 ） 

 総 務 課 長（ 梅原健一郎 ） 

 

【事務局】局長：嶋﨑 貴寿     主幹 山沖 二葉 

欠 

席 

者 

  

記 

録 

者 

山沖 二葉 

議    題 

（１）市議案について 

 市議案第 １号 専決処分の承認について 

                             原案承認 

 市議案第 ７号 須崎市心身障害児（者）福祉年金条例の一部を改正 

         する条例について            原案可決 

 市議案第１０号 須崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

         並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関す 

         る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

                             原案可決 

 市議案第１１号 須崎市介護保険条例の一部を改正する条例について 

                             原案可決 

 市議案第１２号 須崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備 

         及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正 

         する条例について            原案可決 
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 市議案第１３号 須崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人 

         員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ 

         ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法 

         に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

         について                原案可決 

 市議案第１４号 須崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並 

         びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効 

         果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一 

         部を改正する条例について        原案可決 

 市議案第１５号 須崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に 

         関する基準等を定める条例の一部を改正する条例に 

         ついて                 原案可決 

 市議案第１６号 専決処分の承認について（Ｒ５一般補正第１１号） 

         《分 割》               原案承認 

 市議案第１７号 令和６年度須崎市一般会計予算について《分 割》 

                             原案可決 

 市議案第２０号 令和６年度須崎市スクールバス特別会計予算につい 

         て                   原案可決 

 市議案第２１号 令和６年度須崎市国民健康保険特別会計予算につい 

         て                   原案可決 

 市議案第２２号 令和６年度須崎市後期高齢者医療特別会計予算につ 

         いて                  原案可決 

 市議案第２４号 令和６年度須崎市介護保険特別会計予算について 

                             原案可決 

 市議案第２７号 令和５年度須崎市一般会計補正予算（第１２号）に 

         ついて《分 割》            原案可決 

 市議案第２９号 令和５年度須崎市介護保険特別会計補正予算（第４ 

         号）について              原案可決 

 市議案第３１号 指定管理者の指定について（吾桑交流会館） 

                             原案可決 

 市議案第３２号 指定管理者の指定について（上分交流会館） 

                             原案可決 
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（２）陳情について 

 陳 情第１０号 子どものために保育士配置基準の引き上げを求める 

         意見書の提出を求める陳情書      採  択 

 陳 情第１２号 地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する陳情 

         書                  趣旨採択 

 

（３）その他について 
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教育民生委員会記録《令和 ６年 ３月１９日》 

 

○午前 ８時５６分 開会 

＊～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～＊ 

○森田委員長＝皆さん、おはようございます。 

 ただいまより教育民生委員会を開議いたします。 

 議事に入る前に、議事の進行に当たりましては、挙手により委員長の許可を得て

から発言を行うようお願いいたします。 

 これより議事に入ります。 

 今議会、教育民生委員会に付託されました議案の審査を行います。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１号 専決処分の承認について 

 

○森田委員長＝まず、市議案第１号専決処分の承認についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 市民課長。 

○大﨑市民課長＝おはようございます。 

 市議案第１号専決処分の承認について御説明いたします。 

 議案書１ページから３ページでございます。本議案は、地方公共団体の手数料の

標準に関する政令の一部を改正する政令が令和５年１２月６日に公布され、戸籍法

の一部改正に係る部分が令和６年３月１日から施行されたことに伴い、須崎市手数

料条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に

基づき専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により報告を申し上げます

とともに御承認をお願いするものでございます。 

 改正の趣旨としましては、戸籍法の改正に伴い、本籍地以外の市区町村窓口でも

戸籍証明書、除籍証明書の取得ができる広域交付が開始されたことに伴い、行政機

関での手続の際に従来必要であった戸籍謄本などに代え、請求者から請求を受けた

市区町村が発行する戸籍及び除籍に係る電子証明書提供用識別符号を提供すること

で、添付書類の省略が可能となりましたことから、条例の改正を行うものでござい

ます。 

 それでは、改正の内容について御説明させていただきます。 

 別表第２に、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料について、政令で定め

る額と同額の４００円、同様に除籍に係る識別符号発行手数料を７００円として、

新たに追加するものでございます。 
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 そして、別表第２区分の欄中、年金受給者の現況届証明、戸籍廃棄証明、戸籍付

票廃棄証明及び不在住証明の次に「の交付」を加え、字句の整理を行い、同表備考

に、この発行手数料の徴収対象とならないものについて、（１）戸籍記載事項証明及

び除籍記載事項証明のうち、規則で定めるもの。（２）電子証明識別符号のうち、情

報提供等記録開示システムを使用する方法で請求及び発行を行う場合。（３）電子証

明書識別符号のうち、同一事項の戸籍もしくは除籍の謄抄本または証明書と同時に

発行する場合と追加し、改めております。 

 なお、附則といたしまして、この条例は令和６年３月１日から施行することとし

ております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第７号 須崎市心身障害児（者）福祉年金条例の一部を改正す 

る条例について 

 

○森田委員長＝続きまして、市議案第７号須崎市心身障害児（者）福祉年金条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 福祉事務所長。 

○山岡福祉事務所長＝皆さん、おはようございます。 

 それでは、早速、市議案第７号須崎市心身障害児（者）福祉年金条例の一部を改

正する条例につきまして御説明いたします。 

 議案書の２１、２２ページでございます。本議案は、現行では福祉年金に係る受

給資格の認定について、認定の証明をするために他機関での交付を受ける必要があ

り、申請者が時間と手間を要し、そのことが負担となっており申請者の負担を軽減

するために用語の定義を見直すものであります。 

 主な改正内容としましては、第２条第１項第２号についてであります。現条例で

は、福祉年金に係る受給資格の認定において、療育手帳Ａ１及びＡ２保有者につい
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ては当該手帳により確認、認定しており、療育手帳Ｂ１保有者、こちらにつきまし

ては高知県児童相談所が交付する知的障害の判定結果に係る情報提供の証明書の提

出をもって知能指数が５０以下であることの確認をし、認定しております。しかし、

その証明の交付に当たっては他機関での交付であるため、時間と手間を要し、その

ことが申請者の負担となっていることから、今回の改正により、療育手帳Ｂ１保有

者の場合でも当該手帳のみで受給資格を認定でき、申請者の負担軽減につながるこ

とから改正を行うものであります。 

 続いて、第２条第２項で、現条例における保護者であることの証明するものとし

まして、施行規則で民生委員の証明する監護証明の提出を求めることとなっており

ますが、当該証明書の取得に係る保護者の負担を軽減するため、親権を行う者の規

定を父母もしくは同居の親族と改正し、父母もしくは同居の親族であることが本市

の住民基本台帳で確認できる場合は民生委員の証明する監護証明の提出を求めない

こととできるよう改正を行うものであります。 

 なお、附則といたしまして、この条例は４月１日から施行することといたしてお

ります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝ないようですので、採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１０号 須崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例について 

 

○森田委員長＝続きまして、市議案第１０号須崎市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 子ども・子育て支援課長。 

○寺田子ども・子育て支援課長＝皆さん、おはようございます。 
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 市議案第１０号須崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて御説明いたします。 

 議案書２７ページから２８ページでございます。本議案は、母体保護法施行規則

等の一部を改正する内閣府令、令和５年内閣府令第８６号が令和５年１２月２６日

に交付され、所要の改正を行うものです。デジタル化の原則に沿った修正及び読替

規定の削除、読替規定の追加でございます。 

 まず、題名変更に関しましては、令和元年度改正時において基準となる指針が特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の

運営に関する基準となったことから、題名変更を行っておりましたが、上位法であ

る子ども・子育て支援法内において、特定子ども・子育て支援施設等の規定を記載

しており、本条例において記載する必要がないことから、須崎市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例に改めるものです。 

 続きまして、本則中第２４条中、「提示しなければならない」を「提示するととも

に、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されること

を目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送または有

線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない」に改め

る。この改正に関しましては、インターネットにて閲覧できるようにしなければな

らないよう改正したものでございます。 

 第３７条第３項中「、「利用している同号」とあるのは「利用している同項第１号」

と」を削り、「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもの総数」を「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの総数」に、「法第１９条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」を「同条第１号又は第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」に改める。

この読替えの変更に関しましては、基となる特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準と照らし合わせた

結果、以前の改正の訂正及び第３７条第３項について同期を取るようなかたちで訂

正を行うよう修正したものです。 

 続きまして、第５４条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその

他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を

「電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改めるものでございま

す。この改正に関しましては、条項を確実に記録する媒体の種類を示さないかたち

の電磁的記録媒体に改正する内容です。 

 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。ただし、第２４

条の改正規定は令和６年４月１日から施行することといたしています。 
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 以上、よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝ないようですので、採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１１号 須崎市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

○森田委員長＝続きまして、市議案第１１号須崎市介護保険条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 長寿介護課長。 

○濱﨑長寿介護課長＝皆さん、おはようございます。 

 市議案第１１号須崎市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明を申し

上げます。 

 議案書２９ページから３０ページでございます。今回の改正につきましては、介

護保険法第１１７条第１項の規定に基づき策定をしております令和６年度から８年

度までの第９期介護保険事業計画及び介護保険法施行令の保険料率の算定に関する

基準等の改正に基づきまして、６５歳以上の第１号被保険者間での所得再分配機能

の強化を目的に、現行の標準段階を９段階から１３段階へ多段化することで低所得

者の保険料の上昇の抑制を図るため、須崎市介護保険条例の一部を改正しようとす

るものであります。 

 それでは、議案書３０ページを御覧願います。第３条関係の改正につきましては、

第９期の介護保険事業計画に基づき、基準保険料は据え置くため変更をしておりま

せん。その関係で第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和

８年度」に改めまして、同項第１号、第２号、第３号中の金額をそれぞれ記載のと

おりに改め、同項の区分を細分化するため、記載の次の第１０号から１３号までの

４号を加えることとしております。 

 次に、同条第２項、第３項及び第４項中の「令和２年度から令和５年度」を「令

和６年度から令和８年度」に改め、第２項、第３項及び第４項中の金額をそれぞれ

記載のとおり改めるものとします。 
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 続きまして、第５条第３項中「または第８号ロ」を「、第８号ロ、第９号ロ、第

１０号ロ、第１１号ロまたは第１２号ロ」に、「第８号まで」を「第１２号まで」に

改めるものであります。 

 なお、附則としまして、第１条では施行期日について、この条例は令和６年４月

１日から施行するものとし、第２条では適用区分としまして、この条例による改正

後の須崎市介護保険条例第３条の規定は、令和６年度以降の年度分の保険料につい

て適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例によるも

のとしております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○森田委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

 杉山委員。 

○杉山副委員長＝すみません、ちょっとお聞きしたいですが、介護保険料と介護報酬

っていうのは関連していると思うんですけれども、このたび訪問介護報酬が引下げ

ということになってますが、事業所の廃業なんかの心配の声が上がってますけれど

も、その辺り、まちの中の事業所と地域の事業所は実情も違うということで、須崎

市においては、所管課としてはどのようにお考えか、ちょっとお聞きしてもよろし

いでしょうか。 

○森田委員長＝長寿介護課長。 

○濱﨑長寿介護課長＝今回の介護報酬の改定につきましては、厚生労働省の実態調査

に基づいて改正されたと聞いております。その平均値がオールジャパンでプラスに

転じてるということでの改正ということで、考えてみますと、平均化っていうのは

凸凹ある部分でありまして、穴のほうの部分については、想像ではやはり地方じゃ

ないかなと考えております。なぜかというと、交通の便、非常に巡回ルートが悪い

ということと、あとやはり人口が少ない関係で時間的なロス、非常に多いと考えて

おりまして、今回の全国的な平均のみを見て、報酬の引下げとなったことは中山間

地域を多く抱えております地方にとっては非常に危ういことと考えておりまして、

今後とも事業所関係の動きを注視しながら、また赤字等が出る場合には機会がある

ごとに県なり国なりに意見を上げていきたいなと考えております。以上であります。 

○森田委員長＝ほかにありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝ないようですので、採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 
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――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１２号 須崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備 

及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について 

  市議案第１３号 須崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人 

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防 

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正す 

る条例について 

  市議案第１４号 須崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並 

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関 

する基準等を定める条例の一部を改正する条例について 

  市議案第１５号 須崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に 

関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について 

 

○森田委員長＝続きまして、市議案第１２号、市議案第１３号、市議案第１４号、市

議案第１５号、以上４件の議案を一括議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 長寿介護課長。 

○濱﨑長寿介護課長＝市議案第１２号から第１５号までを一括して御説明をさせてい

ただきます。 

 まず、市議案第１２号、須崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてでありますが、議

案書３１ページから４１ページでございます。 

 本改正条例及び議案第１３号から第１５号までの改正条例につきましては、令和

６年度からの介護報酬改定の円滑な実施のため、指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の設置法及び我が国のデジタル

化推進に伴うデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働

省関係省令の一部を改正する省令の執行によりまして、本市が定めるサービス基準

関係の４条例の改正の必要が生じたことに伴うものであります。 

 本条例の主な改正内容につきましては、管理者の兼務範囲の明確化のため、所要

の改正を行います。また、同様の改正を、市議案第１３号、第１５号でも行います。 

 次に、条文中特定の媒体を電磁的記録媒体に改めるなど、所要の改正を行います。

本改正につきましても、市議案第１３号から第１５号まで同様の改正を行います。 

 次に、サービス利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。行う場合の記録を義務づけるた

め、関連する条例の改正を条項の改正を行うとともに、提供サービスの明確化を図
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る改正も同時に行います。前段の身体的拘束関係の部分については、市議案第１３

号から第１５号までも同様の改正を行います。 

 次に、重要事項の掲示部分について、ウェブサイトでも掲載することの義務づけ

の改正を行います。この改正につきましても、市議案第１３号から第１５号まで同

様の改正を行います。 

 続いて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保等を検討するための委員会

設置の義務づけの改正を行います。 

 次に、指定認知症対応型共同及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者、

指定地域密着型介護老人福祉施設へ協力医療機関との連携に関する見直しを促すた

めの関係条文を改正します。 

 次に、生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔

軟化を図るため、第１３１条関係を改正します。市議案第１３号においても同様の

改正を行います。 

 次に、指定地域密着型介護老人福祉施設における緊急時等の対応方法の定期的な

見直しの義務づけを行います。 

 などなど、そのほか関係条文中の文言等の改正を行う予定であります。 

 附則としまして、第１条で執行日を令和６年４月１日からとし、第２条で重要事

項の掲示に係る経過措置、第３条で身体的拘束等の適正化に係る経過措置、第４条

で利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会設置に係る経過措置、第５条で協力医療機関との連携に関す

る経過措置を定めております。 

 次に、市議案第１３号須崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について御説明を

いたします。 

 議案書４２ページからとなります。本改正につきましても、先ほど説明しました

ことによる改正であります。主な改正の内容につきましては、利用者の安全並びに

介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

の開催、指針の整備、研修の定期的な実施を義務づける改正を行います。 

 次に、介護予防小規模多機能型居宅介護の管理者の兼務に関する見直しに関する

改正を行います。 

 次に、協力医療機関との連携に関する事項の改正など、その他関係条文中の文言

等の改正を行います。 

 附則としまして、第１条で施行日を令和６年４月１日からとし、第２条で重要事

項の掲示に係る経過措置、第３条で身体的拘束等の適正化に係る経過措置、第４条

で利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を
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検討するための委員会の設置に係る経過措置を定めております。 

 続きまして、市議案第１４号須崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例を御説明させていただきます。 

 議案書４８ページからとなります。主な改正内容につきましては、事業者が介護

予防支援の指定を受ける場合の人員に関する基準やその他支援を行うために、所要

の規定の整備を行います。 

 など、その他関係条文中の文言等の改正を行います。 

 附則としまして、第１条で施行日を令和６年４月１日からとし、第２条で重要事

項の掲示に係る経過措置を定めております。 

 続きまして、市議案第１５号須崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を御説明させていただきます。 

 議案書５３ページからでございます。本改正条例の根拠についても同様でありま

す。主な改正の内容につきましては、介護支援専門員１人当たりが取り扱う利用者

数の見直しに係る改正、内容及び手続の説明及び同意に関しての所要の改正、介護

支援専門員のモニタリングの実施に関する所要の改正など、その他関係条文中の文

言等の改正を行います。 

 附則としまして、第１条で施行日を令和６年４月１日からとし、第２条では重要

事項の掲示に係る経過措置を定めております。 

 以上、よろしくお願いします。 

○森田委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝ないようですので、市議案第１２号から第１５号の４議案を一括採決

いたします。 

 これらの議案について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝御異議なしと認めます。よって、これらの議案は、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１６号 専決処分の承認について（Ｒ５一般補正第１１号） 

《分割》 

 

○森田委員長＝続きまして、市議案第１６号専決処分の承認についてのうち、当委員

会付託分を議題といたします。 
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 執行部の説明を求めます。 

 総務課長。 

○梅原総務課長＝それでは、議案書５７ページ、市議案第１６号専決処分の承認につ

いてについて御説明をいたします。 

 本件は、令和５年度須崎市一般会計補正予算（第１１号）につきまして、地方自

治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分をいたしましたので、同条第３項

の規定により御報告を申し上げるとともに、承認をお願いするものでございます。 

 それでは、補正の内容につきましては、該当する各所管から御説明を申し上げま

す。 

○森田委員長＝福祉事務所長。 

○山岡福祉事務所長＝それでは、市議案第１６号専決処分の承認について、令和５年

度一般会計補正予算（第１１号）のうち、福祉事務所が所管いたします分を御説明

いたします。 

 これまで低所得世帯支援としまして、住民税非課税世帯の方々を対象とし給付金

を支給してまいりましたが、このたび国のデフレ完全脱却のための総合経済対策な

どを踏まえ、低所得者支援及び定額減税を補足する給付としまして、定額減税の実

施と併せて住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付、住民税非課税世帯、

住民税均等割のみ課税世帯の低所得の子育て世帯への加算、また、令和６年度に新

たに住民税非課税、住民税均等割のみの課税となる世帯への給付、定額減税し切れ

ないと見込まれる所得水準の方への給付が実施されることとなりました。その中で、

今回の補正予算で計上いたしましたのは、令和５年度住民税均等割のみの課税がな

されている世帯への１０万円の給付と、その中で１８歳以下の子どもがいらっしゃ

られる世帯への子ども１人当たり５万円の給付、さらにこれまで３万円、７万円を

給付されています令和５年度住民税非課税世帯の中で１８歳以下の子どもがいる世

帯への子ども１人当たり５万円を給付するものであります。 

 別冊補正予算書６ページを御覧ください。歳出第３款民生費第１項社会福祉費第

１目社会福祉総務費で、重点支援地方交付金事業費、住民税均等割世帯支援事業費

７，３４０万円、重点支援地方交付金事業費、子ども加算世帯支援事業費７，９８

０万円、合わせて１億５，３２０万円を計上しております。その内訳としましては、

給付金として住民税均等割課税世帯の扶助費７，０００万円、子ども加算分の扶助

費７，５００万円、事務費としまして、２つの事業合わせて、報酬、需用費、役務

費、委託料で８２０万円を計上しています。それに充当します歳入予算としまして

は、全額物価高騰対応重点支援地方調整臨時交付金となっております。 

 なお、支給日等決まりましたら、対象世帯には個別に確認通知書等を発送すると

ともに、ホームページ等で周知したいと考えております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 
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○森田委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝ないようですので、採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認すべきも

のと決しました。 

 西村委員。 

○西村委員＝すみません、次、一般会計ですけど、休憩をたぶんまたぐようになると

思いますんで、それ以外の分を先に済ませちょったほうが円滑にいくのではないか

と思いまして、委員長のお取り計らいをお願いします。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝では、そのように取扱いをいたします。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第２０号 令和６年度須崎市スクールバス特別会計予算につい 

て 

 

○森田委員長＝それでは、先に市議案第２０号令和６年度須崎市スクールバス特別会

計予算についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○中西学校教育課長＝おはようございます。 

 市議案第２０号令和６年度須崎市スクールバス特別会計予算について御説明いた

します。 

 議案書は６１ページ、別冊、令和６年度須崎市特別会計予算書の２１ページから

でございます。まず、第１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ１，０５７万８，０

００円と定め、第２条で一時借入金の最高額を６００万円と定めております。 

 次に、２２ページの第１表、下段、歳出を御覧ください。第１款スクールバス事

業費９７５万５，０００円、第２款公債費３２万３，０００円、予備費５０万円を

それぞれ計上いたしております。 

 次に、上段の歳入でございます。第１款使用料及び手数料８３万円、第２款繰入

金９７４万８，０００円をそれぞれ計上いたしております。 

 なお、詳細につきましては、２３ページ以降の事項別明細書を御参照いただきた

いと思います。 



令和 ５年度 ３月定例会 教育民生委員会 

 

15 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第２１号 令和６年度須崎市国民健康保険特別会計予算につい 

て 

 

○森田委員長＝続きまして、市議案第２１号令和６年度須崎市国民健康保険特別会計

予算についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 市民課長。 

○大﨑市民課長＝市議案第２１号令和６年度須崎市国民健康保険特別会計予算につき

まして御説明いたします。 

 議案書６２ページ及び別冊令和６年度須崎市特別会計予算書２９ページからでご

ざいます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３０億７，１７４万７，０００円と定

めております。 

 第２条で、一時借入金の借入れの最高額を３億円と定め、第３条では、歳出予算

の流用について定めております。 

 それでは、４０ページからの歳出から御説明いたします。第１款総務費は職員の

人件費など、総務管理費国保税の徴税費、運営協議会会費など６，５０２万９，０

００円を計上しております。これの内訳としまして、第１項総務管理費５，０６４

万７，０００円のうち、人件費を省く９６１万６，０００円は、レセプト点検手数

料やシステム改修の委託料などでございます。第２項徴税費１，４１７万５，００

０円は、国保税を賦課徴収するために必要な経費として、事務費や電算機器利用負

担金、高幡広域市町村圏事務組合負担金などでございます。第３項運営協議会費は

須崎市国保運営協議会の委員執務報酬費で２０万７，０００円を計上しております。 

 第２款保険給付費は２２億２，５８３万１，０００円を計上しております。その

内訳としまして、第１項療養費１８億４，８１６万１，０００円は、被保険者の一
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部負担金の残りの費用を国民健康保険が負担をしております療養給付費と補装具の

費用など、一旦被保険者が全額支払い事後に保険者から現金で受領を受け取る療養

費でございます。第２項高額療養費３億６，３４６万４，０００円は、医療の家計

負担が重くならないように１か月単位で上限を超えた医療費を支給する高額療養費

及び医療費と介護保険の自己負担が高額になった場合、１年間の自己負担額を合算

して限度額を超えた分を世帯に支給する高額介護合算費用でございます。第３項移

送費１０万円、第４項出産諸費１，２００万６，０００円、第５項葬祭諸費１８０

万円、第６項傷病手当金３０万円を計上しております。 

 第３款国民健康保険事業費納付金７億２，４３５万１，０００円につきましては、

医療給付費分、後期高齢者医療などにかかる保険者の負担金としまして、後期高齢

者支援金分、介護納付金分でございます。 

 第４款保健事業費４，３９４万６，０００円は、特定健康診査等事業費、国保の

保健事業費としまして、被保険者や高齢者の健康等について健診等の実施や保健指

導や歯科指導、ジェネリック医療医薬品推進事業、高額療養費貸付け等の事業でご

ざいます。 

 第５款基金積立金８万６，０００円、第６款公債費一時借入金利子として１，０

００円、第７款諸支出金２５０万３，０００円は国保税の還付金等でございます。 

第８款予備費１，０００万円でございます。 

 これにより歳出予算の総額を３０億７，１７４万７，０００円といたしておりま

す。 

 続きまして、３５ページになります。歳入でございます。 

 第１款国民健康保険税４億９，５２４万１，０００円、第２款使用料及び手数料

２，０００円、第３款県支出金２２億７，６０１万４，０００円は、保険給付費等

の交付金でございます。 

 第４款財産収入８万６，０００円は、国保の財政調整基金積立金利子でございま

す。 

 第５款繰入金２億９，０６４万３，０００円は、一般会計からの繰入金でござい

ます。 

 第６款繰越金１，０００円、第７款諸収入９７６万円は、国保延滞金と雑入とし

まして、第三者障害者医療費納付金、医療費返納金、高額療養費貸付金などでござ

います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 
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  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第２２号 令和６年度須崎市後期高齢者医療特別会計予算につ 

いて 

 

○森田委員長＝続きまして、市議案第２２号令和６年度須崎市後期高齢者医療特別会

計予算についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 市民課長。 

○大﨑市民課長＝市議案第２２号令和６年度須崎市後期高齢者医療特別会計予算につ

きまして御説明いたします。 

 議案書６３ページ、別冊特別会計予算書５３ページからでございます。 

 第１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億３，９７５万９，０００円と定め、

第２条で一時借入金の借入れの最高額を１億円と定めております。 

 それでは、６０ページからの歳出から御説明いたします。第１款総務費１，５４

１万円、内訳としまして、第１項総務管理費１，４１８万５，０００円は、人件費

及びシステム利用料、電算事務負担金などの事務経費でございます。第２項徴収費

１２２万５，０００円。 

 第２款後期高齢者医療広域連合負担金４億２，２７４万７，０００円。 

 第３款諸支出金１１０万２，０００円は保険料に係る還付金などでございます。 

 第４款予備費５０万円をそれぞれ計上しております。 

 続きまして、５７ページの歳入でございます。第１款後期高齢者医療保険料２億

９，４７４万９，０００円、第２款使用料及び手数料２，０００円、第３款繰入金

１億４，３０７万円は、一般会計からの繰入金でございます。内訳としまして、事

務費繰入金１，５１７万３，０００円、保険基盤安定繰入金に１億２，７８９万７，

０００円を計上しております。 

 第４款繰越金１，０００円、第５款諸収入１９３万７，０００円は、主なものと

して、保険料還付金、後期高齢者医療広域連合補助金などでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝ないようですので、採決いたします。 
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 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第２４号 令和６年度須崎市介護保険特別会計予算について 

 

○森田委員長＝続きまして、市議案第２４号令和６年度須崎市介護保険特別会計予算

についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 長寿介護課長。 

○濱﨑長寿介護課長＝市議案第２４号令和６年度須崎市介護保険特別会計予算につい

て御説明を申し上げます。 

 議案書６５ページ及び別冊令和６年度須崎市特別会計予算書の７３ページをお開

きください。 

 令和６年度須崎市介護保険特別会計の予算につきましては、第１条で歳入歳出予

算の総額をそれぞれ２５億７，２６８万３，０００円と定めようとするものでござ

います。第２条で一時借入金の借入れの最高額を２億円と定め、第３条で歳出予算

の流用について定めております。 

 それでは、８４ページからの歳出から御説明を申し上げます。第１款総務費は、

職員人件費等の総務管理費及び介護認定審査会議などの経費として７，３６０万２，

０００円を計上しております。 

 続きまして、８６ページ、第２款保険給付費につきましては、前年度比１億４，

１５２万９，０００円減の２３億１，６８７万３，０００円を計上しております。

内容としましては、要介護１から５までの方を対象とした介護サービス費の額であ

ります。 

 続きまして、第３款地域支援事業費につきましては、前年度比１，５８１万１，

０００円増の１億７，９３９万６，０００円を計上しております。内訳としまして

は、８９ページ、第１項の介護予防生活支援サービス事業費は前年度比６１３万５，

０００円増の９，２０１万８，０００円で、介護予防日常生活支援総合事業の訪問

型サービスや通所型サービスの実施に要する費用及び介護予防プランの作成に要す

る費用でございます。第２項一般介護予防事業費は前年度比４８４万７，０００円

増の２，２２８万５，０００円としており、介護予防に関する啓発や各地で行われ

ますゆうゆう大学やいきいき百歳体操の実施に要する費用でございます。 
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 続きまして、９０ページ、第３項包括的支援事業・任意事業費は前年度比４８２

万９，０００円増の６，４６６万１，０００円を計上しております。第１目包括支

援センター総務費４，２３３万２，０００円は、職員人件費のほか、地域包括支援

センターへの社会福祉協議会への委託料でございます。第２目の２３万４，０００

円は、高齢者の虐待防止や権利擁護などに要する費用でございます。 

 ９２ページ、第３目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費８９万円は、住

まいや医療、介護予防、生活支援など、包括的ケア体制を構築していくための研修

会講師謝金でございます。第４目任意事業費としまして７０４万９，０００円を計

上しております。これは介護給付費適正化事業費や家族介護支援事業費、成年後見

人制度に係る事業費等に要する費用でございます。第５目在宅医療・介護連携推進

事業費、前年度比１１４万円増の１５２万９，０００円は在宅医療と介護連携のた

めの研修及び啓発に係るものでございます。増額の主な理由は、高知県が進めます

医療と介護のスムーズな連携を行うための事業所と他職種間による情報共有システ

ムの構築に要する経費の計上であります。 

 続きまして、９３ページ、第６目生活支援体制整備事業費、前年度比３５１万８，

０００円増の７３２万７，０００円につきましては、生活支援コーディネーターの

配置や協議会の設置運営等に要する費用でございます。増額の主な理由としまして

は、生活支援コーディネーターの委託料の増と一般会計で行っています高齢者等福

祉タクシー事業の拡充のための財源としての繰出金の計上に伴うものであります。 

 次に、９４ページ、第７目認知症施策推進事業費４９３万６，０００円につきま

しては、認知症初期集中支援事業費や認知症地域支援・ケア向上事業費に係る経費

となっております。 

 続きまして、９５ページ、第８目地域ケア会議推進事業費３６万４，０００円、

第４項その他諸費４３万２，０００円は、国保連合会への審査手数料でございます。 

 次に、第４款基金積立金第１項基金積立金３０万９，０００円は、介護財政調整

基金の利子の同基金への積立金でございます。 

 第５款公債費は、一時借入金の利子として５０万円を計上しております。 

 続いて、９６ページ、第６款諸支出金として１００万３，０００円は、第１号被

保険者の過年度分の保険料還付金等でございます。 

 第７款予備費としまして１００万円を計上しております。 

 続きまして、７９ページに戻っていただき、歳入について御説明をします。 

 前置きとしまして、全体的な歳入の減額の主な理由は予算編成時の介護サービス

事業費減少による拠出ルールでの算出結果となっておりますので、よろしくお願い

します。 

 第１款保険料は４億４，０８５万２，０００円。第２款使用料及び手数料は１０

万２，０００円を計上しています。 
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 第３款国庫支出金は、介護給付費負担金、調整交付金、地域支援事業交付金、保

険者機能強化推進交付金及び保険者努力支援交付金で６億６，２５７万１，０００

円、その内訳につきましては、８０ページを御参照願いたいと思います。 

 次に、第４款支払基金交付金は６億５，６５３万４，０００円で、社会保険診療

報酬支払基金からの交付金等でございます。 

 続きまして、第５款県支出金は３億７，１８９万１，０００円で、介護給付費負

担金、地域支援事業費負担金で、その内訳としましては、第１項県負担金３億４，

５４８万９，０００円、介護給付費負担金、また、第２項県補助金２，６４０万２，

０００円は、地域支援事業交付金でございます。 

 続きまして、第６款財産収入は、基金積立金の利子収入としまして３０万９，０

００円を計上しております。 

 ８２ページに移っていただきまして、第７款繰入金４億４，０４１万２，０００

円につきましては、一般会計繰入金、第１項ですが、４億３，６１８万９，０００

円でございます。第２目低所得者保険料軽減事業繰入金４，５１６万９，０００円

は低所得者の保険料を軽減するための費用でございます。第３目及び第４目は地域

支援事業繰入金で、合わせて２，６４０万２，０００円となっております。第５目

その他一般会計繰入金としまして７，５００万９，０００円は、職員給与及び事務

費に係る繰入金でございます。 

 ８３ページ、第２項基金繰入金は、財政調整基金からの繰入れとして４２２万３，

０００円を計上しております。 

 最後に、第８款諸収入は、保険料の延滞金など１万２，０００円を計上しており

ます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○森田委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第２７号 令和５年度須崎市一般会計補正予算（第１２号）に 

ついて《分割》 
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○森田委員長＝続きまして、市議案第２７号令和５年度須崎市一般会計補正予算につ

いてのうち、当委員会付託分を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 健康推進課長。 

○中川健康推進課長＝皆さん、おはようございます。 

 市議案第２７号令和５年度須崎市一般会計補正予算（第１２号）について、健康

推進課分につきまして御説明いたします。 

 別冊補正予算書５ページを御覧ください。第２表、繰越明許費補正追加、第４款

衛生費第１項保健衛生費、感染症対策事業費４００万円につきましては、新型コロ

ナワクチン３月接種分が翌年度支払いになることなどから事業費を繰り越すもので

ございます。また、次の行の健康増進事業費１９５万３，０００円につきましては、

第４期健康増進計画アンケート調査委託が年度内の終了を見込めないことから、次

年度に繰り越すものでございます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○森田委員長＝学校教育課長。 

○中西学校教育課長＝同じく学校教育課分について御説明いたします。 

 別冊補正予算書６ページでございます。第２表、繰越明許費補正追加でございま

す。第１０款教育費第２項小学校費、学校施設整備事業費５，０８３万４，０００

円でございます。多ノ郷小学校体育館へのエアコン設置に係る委託料と工事費、学

校の遊具更新に係る工事費でございます。多ノ郷小学校体育館のエアコンにつきま

しては、本年度、令和５年度に設計委託を行いまして、令和６年度に学校に影響の

ない範囲で工事を予定しておりますので繰り越すものでございます。学校遊具更新

は予算の範囲内で順次進めておりますけれども、浦ノ内小学校のブランコの工事が

年度内の完了が困難となりましたので繰り越すものといたしております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝福祉事務所長。 

○山岡福祉事務所長＝続きまして、福祉事務所が所管する分につきまして御説明いた

します。 

 別冊補正予算書１７ページでございます。第３款民生費第１項社会福祉費第２目

障害者福祉費、障害者相談支援事業費の３３６万９，０００円の補正につきまして

は、こども家庭庁及び厚生労働省通知により、障害者相談支援法に基づく、障害者

支援事業について消費税の課税対象であることが示されました。この通知に基づき

まして、本市における該当事業について精査したところ、委託料として計上してい

ます障害者相談支援事業に係る消費税については課税対象であることが判明し、受

託者である須崎市社会福祉協議会が修正申告、追納等の対応をするため、その必要

額を委託料として更正増とするものであります。 
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 次に、第３目障害者自立支援給付費の９２５万７，０００円の補正につきまして、

こちらは障害福祉サービス給付費２５０万円、障害児給付費６７５万７，０００円

をそれぞれ増額しておりますが、それぞれ決算見込みによる更正増であります。 

 続きまして、第４目障害者地域生活支援事業費１０万円の補正につきましては、

移動支援事業費の決算見込みによる更正増であります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝市民課長。 

○大﨑市民課長＝続きまして、市民課所管分について御説明いたします。 

 別冊補正予算書の１７ページを御覧ください。第３款民生費第１項社会福祉費第

５目老人福祉費３５３万円の減額補正につきまして、後期高齢者医療事業費の実績

見込みによる減額更正でございます。 

 続きまして、ページが戻りまして、５ページを御覧ください。第２表、繰越明許

費の補正でございます。第２款総務費第３項戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台

帳費７７０万４，０００円につきまして、読み仮名対応に係る戸籍情報システム改

修事業の継続のため、翌年度に繰り越す必要が生じましたことから補正するもので

ございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝長寿介護課長。 

○濱﨑長寿介護課長＝長寿介護課所管分について御説明を申し上げます。 

 別冊補正予算書１７ページに戻っていただきたいと思います。第３款民生費第１

項社会福祉費第８目介護保険推進事業費でございます。介護保険特別会計繰出金の

更正６２万５，０００円を増額しております。原因としましては、介護保険特別会

計の事業費の決算見込みに伴いまして負担ルール分を増額するものでございます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○森田委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○寺田子ども・子育て支援課長＝続きまして、子ども・子育て支援課所管分を御説明

いたします。 

 引き続き補正予算書１７ページから御確認ください。第３款民生費第２項児童福

祉費第１目児童福祉総務費でございます。１８ページにいきまして、子育て支援金

支給事業費７５万円減額、児童扶養手当事業費８２０万円の減額、母子生活支援施

設保護事業費２５０万円の減額、助産施設利用事業費５０万円の減額、子育て世帯

生活支援特別給付金事業費（その他世帯分）４０万円の減額につきましては、いず

れも実績見込みによるものでございます。 

 続きまして、第２目児童措置費でございます。保育協会補助金２，１１６万４，

０００円の減額、児童手当給付費１，４３１万５，０００円減額更正につきまして

も実績見込みによる減額でございます。 
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 続きまして、第３目保育園費でございます。吾桑保育園管理運営委託料３４万８，

０００円の補正につきましては、業務用冷蔵庫が修理不能のため新たに購入するた

めでございます。 

 続きまして、保育対策総合支援事業費１０２万９，０００円の減額も実績見込み

によるものでございます。 

 続きまして、２２ページに移っていただきます。上から４段目でございますが、

第１０款教育費第４項社会教育費第３目青少年対策費でございます。青少年育成セ

ンター運営費１０万円の増額更正につきましては、補導員、センターママの出務報

酬に伴う増額でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝環境未来課長。 

○森光環境未来課長＝続きまして、環境未来課所管分について御説明いたします。 

 補正予算書の１８ページを御覧ください。第４款衛生費第１項保健衛生費第３目

環境衛生費３７７万４，０００円の減額補正につきましては、浄化槽設置事業補助

金の事業実績を踏まえた減額で、設置基数は昨年度より５基少ない１１基でござい

ます。 

 次に、補正予算書の５ページを御覧ください。第２表、繰越明許費補正でござい

ます。第４款衛生費第１項保健衛生費脱炭素先行地域づくり事業費１億３，９５５

万４，０００円、第２項清掃費、塵芥処理費４，８７３万円、クリーンセンター横

浪施設整備事業費２９９万円につきましては、翌年度に繰り越す必要が生じました

ので追加をお願いするものでございます。 

 次に、補正予算書７ページを御覧ください。第３表、債務負担行為補正でござい

ます。新年度開始前に受託事業者と契約を締結する必要がございますので、５行目

になりますが、固形燃料化ごみ収集業務委託につきまして、議決日から令和６年度

までの期間６，１００万６，０００円を限度といたしまして債務負担行為を起こそ

うとするものでございます。また、同様に不燃ごみ収集業務委託につきましては３，

３５９万円を限度として、分別収集に係るコンテナ集配業務委託につきましては８

９７万７，０００円を限度として、固形燃料化ごみ等見廻り業務委託につきまして

は３７７万８，０００円を限度といたしまして、それぞれ債務負担行為を起こそう

とするものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝生涯学習課長。 

○小野生涯学習課長＝生涯学習課所管分を御説明いたします。 

 別冊補正予算書２２ページでございます。第１０款教育費第４項社会教育費第２

目公民館費、公民館費更正３１万円につきましては、電気料値上げに伴い、公民館

の電気料を更正するものでございます。 
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 次に、７ページに戻っていただきまして、第３表、債務負担行為補正追加でござ

います。下から２行目、吾桑交流会館指定管理業務を３年間指定管理者に委託しよ

うとするもので、議決日から令和９年度までの期間……。 

  〔「８年」と呼ぶ者あり〕 

○小野生涯学習課長＝失礼いたしました。令和８年度までの期間５，０４４万２，０

００円を限度として債務負担行為を起こそうとするものでございます。 

 続きまして、次の行では、上分交流会館指定管理業務を３年間指定管理者に委託

をしようとするものでございまして、議決日から令和８年度までの期間４，６９２

万６，０００円を限度として債務負担行為を起こそうとするものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 まだ審査中ですが、この際１０分間休憩いたします。 

 

午前 ９時５９分 休憩 

午前１０時１０分 再開 

 

○森田委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第２９号 令和５年度須崎市介護保険特別会計補正予算（第４ 

号）について 

 

○森田委員長＝続きまして、市議案第２９号令和５年度須崎市介護保険特別会計補正

予算についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 長寿介護課長。 

○濱﨑長寿介護課長＝市議案第２９号令和５年度須崎市介護保険特別会計補正予算

（第４号）について御説明をいたします。 

 議案書７０ページ、別冊令和５年度須崎市補正予算書、令和６年３月補正の３０
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ページをお開き願います。 

 今回の改正につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５００万円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２８億７７０万１，０００円としようとするもので

ございます。 

 それでは、３５ページの歳出より御説明いたします。歳出につきましては、第３

款地域支援事業費第１項介護予防・生活支援サービス事業費第１目第１号訪問・通

所・生活支援事業費５００万円の増額補正につきましては負担金の決算見込みによ

る事業費更正増となっております。 

 続きまして、３３ページにお戻りいただきたいと思います。歳入につきましては、

事業費更正増に伴います財源拠出ルールに沿ったものとなっております。第３款国

庫支出金第２項国庫補助金として１２５万円、第４款支払い基金交付金として１３

５万円、第５款県支出金第２項県補助金として６２万５，０００円、第７款繰入金

としましては、第１項一般会計繰入金として６２万５，０００円、第２項基金繰入

金１１５万円となっております。 

 以上、よろしくお願いします。 

○森田委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第３１号 指定管理者の指定について（吾桑交流会館） 

 

○森田委員長＝続きまして、市議案第３１号指定管理者の指定について（吾桑交流会

館）を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 生涯学習課長。 

○小野生涯学習課長＝市議案第３１号指定管理者の指定について御説明いたします。 

 議案書７２ページでございます。本議案は、須崎市立吾桑交流会館の管理につき

まして、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、須崎市吾井郷乙４９７

番地１、吾桑地区地域自主組織を指定管理者に指定することにつきまして、同条第

６項の規定に基づき議決をお願いするものでございます。 
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 指定期間は令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの３年間といたしてお

ります。 

 よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝ないようですので、採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第３２号 指定管理者の指定について（上分交流会館） 

 

○森田委員長＝続きまして、市議案第３２号指定管理者の指定について（上分交流会

館）を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 生涯学習課長。 

○小野生涯学習課長＝市議案第３２号指定管理者の指定について御説明いたします。 

 議案書７３ページでございます。本議案は、須崎市立上分交流会館の管理につき

まして、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、須崎市上分丙３４４番

地の２、上分地区地域自主組織を指定管理者に指定することにつきまして、同条第

６項の規定に基づき議決をお願いするものでございます。 

 指定期間は令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの３年間といたしてお

ります。 

 よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝ないようですので、採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 
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  市議案第１７号 令和６年度須崎市一般会計予算について《分割》 

 

○森田委員長＝元に戻りまして、市議案第１７号令和６年度須崎市一般会計予算につ

いてのうち、当委員会付託分を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 市民課長。 

○大﨑市民課長＝それでは、市議案第１７号令和６年度須崎市一般会計予算の市民課

所管分につきまして、別冊令和６年度当初予算主要事業説明書より主な事業につい

て御説明をいたします。 

 主要事業説明書の６５ページでございます。第２款総務費第１項総務管理費第９

目諸費、臨時ナンバー交付等事務費３万２，０００円は、臨時運行許可番号プレー

トの貸出しに関する事務費でございます。 

 続きまして、７８ページを御覧ください。第３項戸籍住民基本台帳費第１目戸籍

住民基本台帳費は、前年度より１，７０９万３，０００円増額の３，８１０万３，

０００円を計上しております。戸籍法及び住民基本台帳法に基づく事務経費であり

まして、戸籍システム保守及び改修委託料、住基ネットシステム保守委託料、行政

キオスク端末導入委託料など、委託料３，１０４万１，０００円が主な経費となっ

ております。また、レジスターの買換えのために備品購入費として１８１万５，０

００円を計上しております。 

 次のページを御覧ください。マイナンバーカード交付事務費９５３万８，０００

円は、マイナンバーカード交付に関する会計年度任用職員の人件費及び郵便局に委

託しておりますマイナンバーカード申請補助委託料など、マイナンバーカード関係

の運営費用でございます。 

 次に、８９ページでございます。第３款民生費第１項社会福祉費第１目社会福祉

総務費、国民健康保険特別会計繰出金２億９，０６４万３，０００円は、保険基盤

安定化事業分、財政安定化事業分、その他事務費などでございます。 

 次に、１３１ページでございます。第５目老人福祉費、後期高齢者医療事業費５

億８，８３１万２，０００円は、後期高齢者医療広域連合運営費用として、後期高

齢者医療広域連合負担金、保険給付費に関わる市町村負担金として後期高齢者医療

療養給付費負担金、後期高齢者医療特別会計に関する繰出金としまして、基盤安定

負担金や事務費などでございます。 

 次に、１３５ページでございます。第６目国民年金費、国民年金費１７万４，０

００円は、国民年金に関する事務に要する消耗品等事務費でございます。 

 次に、１９８ページでございます。第４款衛生費第１項保健衛生費第１目保健衛

生総務費、健康づくり事業費５５６万２，０００円は、後期高齢者への健康診断の
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勧奨及び実施に要する経費です。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝福祉事務所長。 

○山岡福祉事務所長＝続きまして、福祉事務所が所管する予算につきまして、主なも

のを説明させていただきます。 

 当初予算主要事業説明書は、８７ページからでございます。まず、第３款民生費

第１項社会福祉費でございます。細目２の社会福祉総務費４，７３８万２，０００

円についてですが、主な内容につきましては、戦没者追悼式委託料６８万８，００

０円、民生委員協議会補助金４５９万４，０００円、須崎市社会福祉協議会運営補

助金４，１６４万２，０００円でございます。 

 次に、９１ページをお願いします。細目１５あったかふれあいセンター事業費３，

６３９万８，０００円でございますが、こちらは地域福祉の拠点としまして、各地

域で集いや支え合い活動を行うもので、須崎と多ノ郷地区につきましては須崎市社

会福祉協議会が担当し、浦ノ内、安和、上分地区につきましてはそれぞれの地域自

主組織あるいは集落活動センターが受け持つことといたしております。 

 続きまして、９２ページからは、第２目障害者福祉費でございます。細目１障害

者福祉費４１４万２，０００円は、障害福祉全般に要する経費を計上しておりまし

て、主なものでは、高幡障害者支援施設組合などの各協議会への負担金、各障害者

団体等への補助金を計上しております。 

 次のページ、細目４重度心身障害児者医療費４，９２６万円は、重度心身障害児

者の医療費自己負担分の助成に要する経費で、現在の受給者証の交付人数は４２２

人でございます。 

 次に、９４ページ、細目５特別障害者手当等給付費７６８万８，０００円は、著

しい重度の障害を有するため日常生活において常時介護が必要な在宅の方に支給さ

れるもので、対象者につきましては特別障害者手当１８人、障害児福祉手当８人、

経過的福祉手当１人を見込んでおります。 

 続きまして、次のページ、細目６福祉タクシー事業費６５２万４，０００円は、

社会参加促進などを図るため重度の心身障害児者、人工透析を行っている方がタク

シーを利用する際の料金、または自家用車の燃料代の一部を助成するものでござい

ます。 

 次に、少し飛びますが、９８ページをお願いします。細目１６障害者相談支援事

業費１，２３８万１，０００円でございますが、こちらは障害者及びその介護を行

う方からの相談に応じ情報提供などを行う相談支援事業でありまして、そちらを社

会福祉協議会に委託するもので、社会福祉協議会の中にあります生活支援総合相談

センターほっとで実施している業務の一つでございます。 

 次に、１０３ページをお願いします。細目３２医療的ケア児保育支援事業費２０
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０万４，０００円は、各保育所等において日常生活を営むために医療を要する状態

にある児童の受入れ体制整備に係るものでございます。 

 次に、１０４ページから、第３目障害者自立支援給付費に移ります。細目１障害

福祉サービス給付費は５億４，７００万円、この障害福祉サービス給付費につきま

しては、障害のある方から申請に基づきまして申請区分の認定を行い、その区分に

応じて作成されたサービス利用計画によって各種自立支援給付が行われるものであ

り、居宅介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、生活相談支援などの給付がご

ざいます。なお、費用の１割が自己負担でございまして、残り９割を国、県、市が

それぞれ割合で負担するものでございます。 

 続いて、１０５ページ、細目２の補装具給付費７００万円は、身体障害者の失わ

れた身体機能を補完または代替する補装具、具体的には車椅子や補聴器などの購入

や修理に係る給付でございます。 

 次に、１０６ページ、細目３障害者自立支援医療給付費４，２６１万７，０００

円は、障害の軽減や機能回復のための医療費を助成するものでございます。 

 続いて、１０８ページをお開きください。細目５障害児給付費７，０８０万円は、

障害児の施設入所に係る措置費や障害児の相談支援、児童発達支援、放課後等デイ

サービスなどの給付に要する経費でございます。 

 続いて、１０９ページ、細目６障害者療養介護医療給付費５９０万円は、医療的

ケアの必要な障害者で常に介護が必要な方に対し、医療機関において機能訓練や食

事、入浴等のサービスを提供した場合の給付に要する経費でございます。 

 続きまして、１１２ページをお願いします。第４目障害者地域生活支援事業費に

なりますが、こちらのうち細目２日常生活用具給付等事業費９００万円につきまし

ては、重度障害者に自立支援生活用具を給付することにより日常生活の便宜を図る

もので、主なものとしましては紙おむつやストマ装具などの給付がございます。 

 次のページ、１１３ページ、細目３移動支援事業費１７０万円は、屋外での移動

が困難な障害者の方について外出のための支援を行うもので、現在９人の利用者の

登録がございます。 

 続いて、１１５ページをお願いします。細目６日中一時支援事業費１４０万円は、

障害者の日中の活動の場の確保と家族の就労支援及び介護負担の軽減を図るもので

ございます。 

 続いて、１２１ページをお開きください。地域活動センター事業費８２５万円で

ございますが、この地域活動支援センターにつきましては、障害者の創作的・生産

的活動の機会の提供、社会参加の促進等の便宜を供与する施設でございます。令和

５年の１２月から特定非営利活動法人ＳＴＥＰ ＯＮＥを施設の指定管理者に指定

しておりまして、令和６年度につきましても引き続き事業を実施するものでござい

ます。 
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 次に、大分飛びますが、１８２ページをお開きください。第３項の生活保護費で

ございます。まず、細目２の生活保護総務費８１９万５，０００円は、生活保護の

申請、受付、支給に要する経費でございます。 

 続いて、１８３ページ、細目３生活困窮者自立相談支援事業費１，２２８万円は、

生活保護に至る前の段階の自立支援対策の強化を図るため生活困窮者に対して支援

を行うもので、社会福祉協議会の中にあります生活支援総合相談センターほっとで

実施している業務の一つでございます。 

 次に、１８４ページをお願いします。細目４被保護者就労支援事業費２９３万６，

０００円は、就労支援員の雇用に関する経費でございます。 

 続いて、１８６ページです。細目７生活困窮者就労準備支援事業費５１４万１，

０００円は、生活困窮者の中でも長期失業者や就労経験のない方に対しまして一般

就労に従事する準備としての基礎能力の形成を計画的かつ一貫して支援する事業で、

社会福祉協議会に委託し実施するものでございます。 

 続いて、１８７ページ、細目８生活保護適正実施推進事業費２９７万７，０００

円は、生活保護受給者の年金等の調査を行う年金調査員の雇用の経費であり、また、

次の１８８ページの細目９医療扶助適正化事業費３５０万１，０００円は、生活保

護の適正な運営を確保するためレセプト点検を委託する経費で、医療費扶助の適正

化を推進するものでございます。 

 次のページ、１８９ページ、細目１１生活困窮者家計改善支援事業費３８６万円

につきましては、家計に課題を抱える生活困窮者を支援するもので、社会福祉協議

会に委託し実施するものでございます。 

 続きまして、１９０ページ、第２目扶助費、細目１の生活保護扶助費は９億円を

計上しております。なお、令和６年２月末現在の生活保護受給者は４１８世帯、５

００人でございます。１年前の令和５年２月末現在と比較しまして、世帯数では１

２世帯の減、人数では２５人の減となっております。 

 最後になりますが、１９２ページ、細目２の災害援護資金貸付金１８０万円は、

前年と同額の計上となっております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝長寿介護課長。 

○濱﨑長寿介護課長＝続きまして、長寿介護課所管の予算につきまして、主要事業説

明書を用いまして御説明をいたします。 

 １２３ページをお開きください。第３款民生費第１項第５目老人福祉費でござい

ます。主な事業につきましては、敬老会事業等の記念品費９５万２，０００円、清

流荘の施設改修工事費として１００万円の工事費を見込んでおります。負担金補助

の１，２０４万６，０００円のうち、８３４万６，０００円は、特別養護老人ホー

ム葉山荘の負担金で、これは葉山荘に係ります入所者見守りのシステムの導入や備
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品購入、あと管理に要する経費のほか、須崎市在住の勤務職員に係ります児童手当

負担金等でございます。あと敬老会事業補助金として３７０万円を計上しておりま

す。 

 次に、１２５ページをお開きください。高齢者等福祉タクシー事業費は、対象者

及び地区の拡充により、前年度比３２０万１，０００円増の８１９万８，０００円

を計上しております。なお、事業費のうち５８０万円は、すさきがすきさ応援基金

の活用と介護保険特別会計から２００万円の繰入れを予定しております。 

 次に、１３０ページをお開きください。老人施設入所措置費（養護分）は、中土

佐町の双名園等養護老人ホーム入所者措置費で、前年度並みの３，４２３万円を計

上しております。 

 続きまして、１３２ページをお開きください。高知県福祉避難所指定促進等事業

費の１６２万円は、県の２分の１の補助事業を活用して整備するものでございます。

指定施設及び運営訓練実施に関しまして必要な物品購入等が対象となるものでござ

います。 

 続きまして、１３３ページ、高齢者等ごみ出し支援事業費１４８万円は、令和５

年度より導入しました見廻りごみ出し支援を必要とする独居高齢者や高齢者のみの

世帯を対象とした事業で、財源は全額すさきがすきさ応援基金を活用するものでご

ざいます。 

 続きまして、１３４ページをお開きください。高齢者保健事業・介護予防一体的

実施事業は、前年度比２１２万１，０００円増の６３０万円を計上しております。

後期高齢の保健事業と介護予防の一体的実施事業として、医療、介護、保健等のデ

ータを一体的に分析し、高齢者それぞれに必要なサービスに結びつけていくととも

に、社会参加を含むフレイル予防など、長寿介護課、健康推進課及び市民課が一体

となって取り組むもので、主な経費の内訳は専任の職員人件費を見込んでおります。 

 続きまして、飛びます、１４２ページをお開きください。一般会計から介護保険

特別会計への繰出金として、前年度比９３８万７，０００円減の４億３，６１８万

９，０００円を計上しております。 

 次に、１４４ページ、中山間地域介護サービス確保対策事業費は、前年度比８５

万円増の１６０万円を計上しております。介護人材確保対策のため新たな助成を行

う予定としております。なお、本事業は中山間地域の特に採算性の厳しい地域を対

象にサービス確保の観点から事業者に助成する県の補助制度で、本市では、上分地

区、浦ノ内地区、久通地区が該当をしております。 

 続きまして、１４５ページをお願いします。指定介護予防支援事業費は、前年度

比８２万８，０００円減の８９万２，０００円を計上しております。主な減額理由

としましては、報酬改定による収入増が見込める予定のため、市から支出の委託料

が減額するものとなります。これは介護予防給付に関するマネジメントを行うため



令和 ５年度 ３月定例会 教育民生委員会 

 

32 

の事業で、地域包括支援センターに係る須崎市社会福祉協議会へ委託する委託料で

ございます。 

 最後になります。大分飛びますが、２２９ページをお開きください。第５款にな

ります。第５款労働費第１項第１目労働諸費ですが、これはシルバー人材センター

運営補助金としまして、構成市町での人口割で本市の負担分として前年度並みの９

６５万４，０００円を計上しております。 

 以上、よろしくお願いします。 

○森田委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○寺田子ども・子育て支援課長＝それでは、続きまして、子ども・子育て支援課所管

分の御説明をいたします。 

 当初予算主要事業説明書１４７ページを御確認ください。第３款民生費第２項児

童福祉費第１目児童福祉総務費でございます。まず、児童福祉総務費といたしまし

て１，３４１万１，０００円を計上しております。主な内容といたしましては、浦

ノ内、おひさま保育園の通園バス運行に係る委託料１，２２５万６，０００円、保

育所において小学校の学びにつながるプログラミング的思考力を育成するための取

り組みとして、昨年度に引き続き保育士への研修を実施するための講師謝金等とな

っております。 

 次のページを御確認ください。子育て支援支給事業費３７５万円でございますが、

すさきがすきさ応援基金を活用いたしまして、第３子以降の出産に係る支援といた

しまして１人につき１５万円を支給するものでございます。 

○寺田子ども・子育て支援課長＝次のページ、１４９ページです。要保護児童対策地

域協議会費として３５９万４，０００円でございます。内容といたしましては、要

保護児童対策地域協議会及び令和４年４月に設置いたしました子ども家庭総合支援

拠点の運営に関する経費で、主に児童虐待防止対策コーディネーター１人の会計年

度任用職員の雇用経費でございます。 

 続きまして、次のページ、１５０ページでございます。児童扶養手当事業費７，

１４３万５，０００円でございます。母子世帯または父子世帯などに所得に応じて

年６回支給しており、令和５年度直近の支給世帯は１３０世帯でございます。 

 続きまして、１５１ページ、病児・病後児保育事業費として、前年度同額の２４

６万８，０００円でございます。病気の回復期にあるお子さんの保育を須崎くろし

お病院に委託しており、院内保育所において対応をお願いしております。 

 続きまして、１５３ページ、子育て医療応援事業費をお願いいたします。５，０

８３万８，０００円でございますが、中学校卒業までのお子さんの医療費について

自己負担分を市が全額助成するための経費でございます。 

 続きまして、１５４ページ、ひとり親家庭自立支援給付事業費４６１万円でござ

います。母子家庭や父子家庭のひとり親が雇用保険の教育訓練の給付及び看護師等
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の資格を取得するための自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付費を計

上しております。 

 続きまして、１５５ページ、ひとり親家庭医療費９１８万９，０００円につきま

しては、所得税非課税世帯のひとり親及び１８歳までの児童に対して保険診療の自

己負担分を助成するものでございます。 

 続きまして、１５６ページ、母子生活支援施設保護事業費７４９万７，０００円

につきましては、ＤＶの被害等の状況にある母と児童を支援施設で保護し、自立を

支援するための経費でございます。令和５年度の保護世帯数は変更ありませんけれ

ども、施設の受け入れている世帯数が増加しているため予算額が減となっておりま

す。 

 次に、１５７ページ、助産施設利用事業費１２０万円でございます。経済的理由

などから出産費用の負担が困難な方が指定の助産施設に入院、出産された場合、出

産に必要な施設の利用料の一部を負担するものでございます。 

 次に、１５８ページ、安心子育て応援事業費７４９万７，０００円につきまして

は、子育て支援センターはっぴいぽけっとの運営に関する経費でございます。 

 次に、１５９ページ、子ども・子育て支援事業計画策定事業費３５７万円でござ

います。内容は、現在第２期の計画期間中でありますが、進捗状況の確認や計画の

見直しのため子ども・子育て支援会議の開催をする際の委員報酬、次期計画策定の

参考資料とするため子育て世帯を対象に調査の委託料を見込んでおります。 

 続きまして、１６０ページ、特別支援保育推進事業費３２０万５，０００円につ

きましては、保育所において特に支援が必要な子どもに対して、より質の高い保育

の助言や関係機関との連絡調整を行う地域連携推進員、特別支援保育コーディネー

ターの会計年度任用職員の雇用経費でございます。 

 次に、１６１ページ、子ども・子育て支援法による施設型給付事業費４，６１１

万３，０００円でございます。市内及び市外の公立保育園に通う子どもの保育料に

係る経費でございます。 

 続きまして、１６２ページ、次の子ども・子育て支援法による地域型給付事業費

２，４３０万円につきましては、小規模保育事業所における子どもの保育費用の給

付に係る経費でございます。 

 次に、１６３ページ、ファミリー・サポート・センター事業費、前年度同額の２

９万６，０００円を見込んでおります。 

 続きまして、１６４ページ、子ども・子育て支援法による施設等利用給付事業費

として５８万６，０００円を見込んでおります。対象となる利用者については、認

可外保育施設や一時預かりの事業等利用料が無償化となりますが、その経費でござ

います。 

 １６５ページ、保育所副食費補助事業費７９６万円につきましては、保育の無償
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化とならなかった副食費について、子育てに係る負担軽減のため補助するものでご

ざいます。 

 続きまして、１６６ページ、保育士等就職等奨励金交付事業費１５５万円は、保

育士等の安定確保のため新たに市内の保育所や幼稚園等に正規雇用され、３年以上

の勤務を約束する方に対して就職奨励金として２０万円、市外から転入される場合

は転入奨励金５万円を交付するものでございます。 

 次に、１６７ページ、養育支援訪問事業費９１５万２，０００円は、家事、育児

に不安や負担を抱える子育て家庭等支援の必要な家庭を訪問し、相談援助や家事支

援を行い、適切な養育環境を確保するため、家庭児童相談員３人の会計年度任用職

員の雇用経費と育児ヘルパー支援として市内ヘルパー事業費の委託料となっており

ます。 

 次に、１６８ページ、第２目児童措置費でございます。まず、保育所等施設型給

付費３億７，２１６万１，０００円でございます。市内５つの民間保育所を運営し

ております須崎市保育協会への委託料や須崎市のお子さんが市外保育所へ入所する

際の費用となっております。 

 次に、１６９ページ、保育協会補助金といたしまして、２億５，４４７万２，０

００円となっております。主に保育士の人件費の補填や保育協会の運営費等でござ

います。昨年より金額が多くなっている理由に関しましては、保育士や保育補助員

の確保が昨年度より８人ほど多く見込んでいるためでございます。 

 次に、１７０ページ、児童手当給付費といたしまして２億１３７万５，０００円

計上いたしております。対象児童は約１，４８０人を見込んでおります。 

 次に、児童手当事務費といたしまして、４９２万円計上しております。児童手当

拡充に伴いますシステム改修変更といたしまして４７０万円を計上いたしておりま

す。 

 続きまして、１７６ページ、第３目保育園費、安和保育園管理運営委託料をお願

いいたします。４，４０３万９，０００円でございます。指定管理者として引き続

き須崎市保育協会が運営いたします委託料でございます。 

 続きまして、１７７ページ、吾桑保育園管理運営委託料として４，１４７万５，

０００円でございます。安和保育園と同様に須崎市保育協会を指定管理者として運

営をお願いいたしております。 

 続きまして、１７８ページ、保育園巡回支援事業費９３０万円でございます。発

達障害等に関する知識を有する専門講師が保育所を巡回し、保育者の子どもへの関

わり方や援助方法等の指導、助言を行い、保育の資質向上を図ることが目的となっ

ております。 

 次に、１７９ページ、保育対策総合支援事業費２０５万８，０００円でございま

す。令和５年度からの引き続きの事業でございまして、熱中症対策として、現在空
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調が整備されていない市内２か所への保育所への空調設備設置費用でございます。 

 次に、教育費に移りまして、３３１ページをお願いいたします。第１０款教育費

第１項教育総務費第２目事務局費でございます。子ども・子育て支援法による施設

型給付事業費１，７８６万２，０００円につきましては、幼児教育を受ける児童に

対する経費として市立幼稚園の給付費を検討いたしております。 

 続きまして、３３７ページをお願いいたします。幼稚園副食費補助事業費４０万

５，０００円につきましては、保育所と同様に教育・保育の無償化対象とならなか

った副食費について市が独自に補助するものでございます。 

 また、飛びますけど、３８４ページをお願いいたします。第１０款教育費第４項

社会教育費第１目社会教育総務費でございます。放課後子ども教室推進事業費４９

１万４，０００円でございます。放課後子ども教室の運営に関する費用を計上いた

しております。 

 また、ページ飛びまして、３９０ページをお願いいたします。しんじょう児童ク

ラブ推進事業費９２２万５，０００円でございます。会計年度任用職員等の人件費

８４４万９，０００円、需用費等の経費につきまして７７万６，０００円でござい

ます。 

 続きまして、３９１ページ、あさがお児童クラブ推進事業費１，６５５万３，０

００円でございます。会計年度任用職員等の人件費１，４９７万１，０００円、需

用費等の経費１５８万２，０００円でございます。 

 続きまして、３９２ページ、かわうそ児童クラブ推進事業費１，６７４万９，０

００円でございます。会計年度任用職員等の人件費１，４８８万２，０００円、需

用費等の経費１８６万７，０００円でございます。 

 続きまして、３９３ページ、なないろ児童クラブ推進事業費１，２５６万円でご

ざいます。会計年度任用職員等の人件費として１，０９０万１，０００円、需用費

等の経費１６５万９，０００円でございます。 

 続きまして、３９４ページ、ひまわり児童クラブ推進事業費１，７７０万７，０

００円でございます。会計年度任用職員等の人件費１，６０７万９，０００円、需

用費等の経費１６２万８，０００円でございます。 

 続きまして、３９５ページ、あそう児童クラブ推進事業費１，３００万４，００

０円でございます。会計年度任用職員等の人件費１，１２６万３，０００円、需用

費等の経費１７４万１，０００円でございます。 

 次、少し飛びます。３９８ページをお願いいたします。第１０款教育費第４項社

会教育費第３目青少年対策費でございます。青少年育成センター運営費といたしま

して１９７万５，０００円。内容といたしましては、育成センター運営審議会委員

や補導員、センターママの出務報酬となっております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○森田委員長＝健康推進課長。 

○中川健康推進課長＝それでは、一般会計予算のうち健康推進課が所管する予算につ

いて御説明申し上げます。 

 主要事業説明書の１９３ページをお願いします。まず、保健衛生総務費３０２万

円につきましては、主なものとしましては、会計年度任用職員として雇用する歯科

衛生士の報酬や職員手当、そのほか新任期保健師の指導に当たるトレーナー保健師

の報償費１１０万円などになっており、ほかに各種協議会等の負担金補助金となっ

ております。 

 次に、１９４ページをお願いします。幼児健康診査事業費は、１歳６か月児と３

歳児を対象とする健診に係る事業として、医師への報償費委託料、保育所や小学校

でのフッ素洗口の消耗品等１４９万４，０００円を計上いたしております。 

 続きまして、１９５ページをお願いします。母子保健事業費は、妊婦健診や乳児

健診等の母子保健に関わる事業として２，１３６万７，０００円を計上いたしてお

ります。主なものは委託料でして、合計１，４８２万２，０００円となっており、

内訳として、毎月市で行っております乳児健診委託料、妊婦に受診券が交付されま

す妊婦健診委託料、産婦健診委託料、そして、妊婦歯科健診、新生児聴覚検査、病

院で行う乳児健康診査等の費用でございます。 

 次に、負担金補助金ですが、妊婦・乳児健診を里帰り受診した際の補助金６５万

６，０００円、不妊治療費補助金を１５６万円計上いたしております。本市では、

特定不妊治療に加え一般不妊治療も対象にいたしておりますが、令和５年度は２月

までに一般不妊治療２件、特定不妊治療１０件の助成を行っております。 

 次に、妊産婦健診通院費助成金３７４万４，０００円、これは妊婦健診及び産婦

健診の際に１回当たり２，６００円を上限に医療機関への交通費を助成することで

定期的な受診を促し、安心して出産できる環境づくりを進めようとするものでござ

います。なお、この補助金制度は、すさきがすきさ応援基金を財源といたしており

ます。 

 続きまして、１９６ページ、健康づくり事業費２３５万４，０００円についてで

あります。生活保護世帯及び３０歳代の健診実施に関わる委託料、成人歯科健診、

自殺対策等に係るものでございまして、ほかに健康づくり推進協議会補助金が５０

万円となっております。 

 続きまして、１９７ページ、子育て世代包括支援センター事業費は５２２万２，

０００円となっております。妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対

して総合的支援を提供する子育て世代包括支援センターの運営に係る経費でござい

ます。保健師を母子保健コーディネーターとして専任で配置しまして、全ての妊産

婦等の状況を継続的に把握し、必要に応じて関係機関と協力して支援プランを策定

することにより、妊産婦等に対しきめ細かい支援を実施いたしております。具体的
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に申しますと、特に支援が必要とされる産前産後において、助産師が訪問や相談を

行う産前・産後サポート事業や母乳相談等がございます。このほか子育て経験者の

ママサポート隊によるママカフェや地区育児相談での子育て支援の実施や、家事援

助サービスを提供するヘルパー派遣事業、また、産婦の心身の不調や産後うつ等を

防ぐため母子への心身のケアや育児サポート等を行う宿泊型の産後ケア事業の実施

もいたしております。 

 続きまして、１ページ飛びまして、１９９ページ、すさきファーストウッド事業

費９９万円は、須崎市で生まれた赤ちゃんに初めてのおもちゃとして木製玩具をプ

レゼントする事業で、乳児期からの木育を推進するもので、令和元年度からの事業

となっております。令和５年度は乳児健診時に６８人にプレゼントいたしておりま

す。 

 次に、２００ページ、すさき出産・子育て支援事業費９０３万４，０００円につ

きましては、令和５年度から始まった事業でございまして、妊娠期から出産、子育

てを一貫して支援するため伴走型相談体制の確保、経済支援を一体的に実施するも

のでございます。具体的には伴走型相談支援としまして、妊娠届け出時、妊娠８か

月頃、生後２か月頃に保健師や助産師が面談を行い、その際の御相談やアンケート

を基に出産や育児の見通しを一緒に立て、妊娠中や産後の支援を実施いたします。

これと合わせて、経済支援としまして、妊娠届け出時に出産支援金として妊婦１人

当たり５万円、生後２か月頃の新生児訪問後に子育て支援金として乳児１人当たり

５万円の現金を支給するものです。 

 次に、２０１ページ、乳児用おむつ購入助成事業費３７９万円につきましては、

令和６年度からの新規事業でございまして、子育て世代の経済的負担を軽減し、安

心して子どもを産み育てることができる環境を整えるため満１歳までの乳児を育て

ている保護者に対して、乳児用おむつ購入に使用できるチケットを交付するもので

ございます。配付額につきましては、対象児１人につき一月当たり３，０００円に

相当する額を限度とし、対象児の出生月または転入月の翌月から満１歳の誕生月ま

での額面のチケットを一括して配付することを予定いたしております。 

 次に、２０２ページ、予防費をお願いします。予防接種法で市町村に実施が義務

づけられています各種定期予防接種を実施するための経費でありまして、二十歳未

満に接種する二種混合やＢＣＧ、日本脳炎等の接種の委託料５，６００万円や審査

手数料、郵送料、その他消耗品費等総額５，８４３万３，０００円となっておりま

す。 

 次に、数ページ飛ばしていただきまして、２１３ページをお願いします。医療対

策費１１９万円につきましては、地域、救急、災害の各医療の維持に関わる経費と

なっておりまして、災害医療資機材のメンテナンス委託料や救急医療情報システム

の運営負担金、地域医療推進負担金などとなっております。 
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 次に、２１４ページ、診療所経費は１０８万４，０００円を計上しておりまして、

浦ノ内診療所の光熱水費や修繕料等維持管理に要する費用でございます。 

 次に、２１５ページ、救急医療施設運営費は２，２８１万４，０００円で、休日

や夜間の救急医療及び休日当番医制を高幡５市町で運営する経費となっております。 

 次に、２１６ページ、医療機関等災害対策強化事業費１１１万円は、災害時に備

えて医療救護所に資機材や医薬品等を整備するものです。具体的には災害時に医療

救護所で使用する医薬品をくろしお病院で流通、備蓄することや、医療救護所で必

要となるベッド、テント等の医療用資機材の購入を予定しております。 

 次に、２１７ページ、モバイルクリニック推進事業費３，７２１万円ですが、令

和６年度からの新規事業となっておりまして、先進地視察の旅費及び車両任意保険

の役務費以外は全額委託料となっております。予算上程に至った経過は、議会開会

日の提案趣旨で御説明したとおりでございまして、全国でモバイルクリニック事業

を展開している事業者への委託というかたちで協力して実施してまいります。 

 オンライン診療を使用する車両及びオンライン診療機器については、本市が導入

し事業参加していただく医療機関に無料で使用していただくことになります。医療

機関からはオンライン診療に当たるかかりつけ医師と車両に搭乗する看護師１人の

御協力をいただき、自宅付近もしくは患者が希望する場所に車両が出向き、オンラ

イン診療を実施していただきます。なお、車両の運行につきましては、市内のタク

シー会社に協力を依頼する予定となっておりまして、医療ＭａａＳ車両が納車され

る１０月をめどに事業開始を予定いたしております。新聞報道等では上分、南地区

限定と取られかねない表現をされていましたが、市中心部から離れた交通不便地区

の高齢者や付添いの御家族の負担軽減を図るための事業でございますし、かかりつ

け医師の同意が優先されますので、現状診療地区については限定する予定はござい

ません。今後においては、事業開始までに医療機関、事業者と十分な打合せを行い、

市民の方が初めてモバイルクリニック事業を利用する際に安心して受診いただける

よう広報及びホームページを通じて、段階的に事業周知を実施してまいります。 

 次に、２１８ページ、健康増進事業費２，２２１万４，０００円についてであり

ます。主な事業としましては、健康増進法に基づく胃がんや大腸がん等各種がん検

診の委託料１，７１２万２，０００円のほか、郵送料などの関係経費でございます。

また、令和６年度に健康増進計画を新たに策定するに当たり、策定業務委託料３５

０万を計上させていただいております。 

 次に、２１９ページ、健康教育費２７万２，０００円につきましては、市民への

健康啓発のリーフレット作成や健康パスポート事業として、市で独自に健康増進を

目的に行っています、すさきがすきさチャレンジ事業でチャレンジ目標を達成した

方への景品代が主なものです。 

 ２２０ページと２２１ページの健康相談費、訪問指導費につきましては、後ほど
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御確認いただきたいと思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝環境未来課長。 

○森光環境未来課長＝続きまして、環境未来課所管分について御説明をいたします。 

 なお、事業の説明につきましては主なものとさせていただきます。 

 予算書は６６ページ、当初予算主要事業説明書は２０３ページでからでございま

す。 

 予算書６６ページ御覧ください。第４款衛生費第１項保健衛生費第３目環境衛生

費は３億９，７４５万２，０００円、前年度比３億４，５４５万３，０００円と増

額となっております。増額の主な理由は、脱炭素先行地域づくり事業費の増額によ

るものです。 

 事業の内容は、２０３ページをお願いいたします。環境衛生費は環境に関する検

査や不法投棄対策など、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上のための経費と

いたしまして報酬や消耗品などの需用費、郵送料などの役務費のほかに、委託料と

いたしまして、降下ばいじん分析業務やアサリ貝等分析業務、使用料及び賃借料で

は、不法投棄防止のための監視カメラリース料、負担金補助及び交付金では、ふる

さと新荘川清流保全協議会負担金などで、合計４８６万９，０００円を計上してお

ります。 

 次に、２０４ページ、高幡広域市町村圏事務組合負担金（斎場）につきましては、

須崎斎場の火葬炉等の設備の修繕に係る負担金で、前年度比２，９４５万５，００

０円減の６２３万９，０００円を計上いたしております。施設の老朽化に伴う大規

模改修工事が完了したことにより大幅な減額となっております。 

 次に、２０６ページをお願いいたします。浄化槽設置事業補助金９０６万８，０

００円につきましては、合併処理浄化槽設置者に対する補助金といたしまして、５

人槽を１２基分、７人槽を４基分、１０人槽を１基分、合計１７基分計上しており

ます。また、合併浄化槽への転換を促進するため、合併処理浄化槽本体の設置費に

係る補助、単独槽やくみ取り槽の撤去に係る補助に加えまして、令和６年度から新

たに３０万を上限といたしまして、宅内配管の工事に係る補助を行うこととしてお

ります。 

 次に、２０８ページをお願いいたします。クリーンエネルギーのまちづくり事業

費、クリーンエネルギーのまちづくり事業費は、住宅用太陽光発電システム設置補

助金といたしまして７０３万２，０００円を計上しております。本事業につきまし

ては、令和５年度から県の補助金を活用しておりまして、県補助金の拡充に合わせ

て、太陽光発電システムの補助金の上限を１６万円から２０万円に、蓄電池の補助

金の上限を２０万円から４０万円に引き上げ、新たにＶ２Ｈという電気自動車やプ

ラグインハイブリッド車のバッテリーにためている電力を自宅で使用できるように
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機器を補助対象にする予定としております。この機器につきましては、上限３０万

円を予定しております。 

 次に、２０９ページ、二酸化炭素排出抑制対策事業費２１４万５，０００円につ

きましては、須崎市地球温暖化対策実行計画の進捗管理に要する費用に加えまして、

中小企業への省エネルギー機器導入による商工業の活性化及び本市の地球温暖化防

止対策といたしまして、引き続き事業者向けの省エネルギー機器導入事業費補助金

交付事業を予定しております。 

 次に、２１０ページをお願いいたします。猫対策事業費につきましては、令和３

年度から実施しておる事業でございまして、野良猫の増加を抑えるため、猫の不妊、

去勢に対する補助に加えまして、令和６年度は新たにすさきがすきさ応援基金を活

用いたしまして、猫のＴＮＲ活動支援事業費補助金、地域猫活動支援事業費補助金

の実施を予定しておりまして、合わせて１４０万円を計上しております。なお、令

和５年度は７８件の申請がございまして、飼い猫４３匹、野良猫６１匹、合計１０

４匹の猫を対象に補助をしております。 

 続きまして、２１１ページ、脱炭素先行地域づくり事業費は、脱炭素先行地域づ

くり事業に係る本年度分の事業費の計上となっております。本事業につきましては、

令和５年度に環境省から脱炭素先行地域に選定され、国からの有利な交付金を活用

し、令和９年度までに総事業費約４９億円で住宅や公共施設などに太陽光発電の設

置や蓄電池の設置、農業用ハウスへの省エネルギー設備などの設置をしていく事業

となっております。 

 続きまして、２１２ページをお願いいたします。水域環境創造プロジェクト事業

費は新規事業でございまして、須崎市の主たる水源であります新荘川とカヌー場、

ロゴスキャンプ場、遊具公園などが整備されております浦ノ内湾において、水質浄

化の取り組みを行おうとするもので、水質悪化の原因の一つである生活排水からの

影響を低減するため、単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併浄化槽への転換を促し、

生活排水の水質を向上させ、水域の水質浄化を行おうとするものでございます。対

象地域では、合併処理浄化槽に転換し、水質検査で異常がなかった場合に、すさき

がすきさ応援基金を活用いたしました補助金２０万円を支給しようとするものでご

ざいます。 

 続きまして、主要事業説明書２２２ページをお願いいたします。清掃総務費３１

２万２，０００円につきましては、一般廃棄物の減量推進や適正処理の啓発を行う

ための経費で、主なものでは、分別収集への報償費２２０万円、そのほか消耗品、

印刷代などの事業費を計上しております。 

 次に、２２３ページ、高幡東部清掃組合負担金３億５，４２４万５，０００円、

前年度比５，４２６万７，０００円の増額となっております。増額の主な理由は、

ごみ固形燃料化施設の一次破砕機ホッパー更新工事、し尿処理施設の定期整備工事
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が予定されていることによるものでございます。 

 次に、２２５ページをお願いいたします。新たな管理型産業廃棄物最終処分場施

設整備費負担金１，６２０万１，０００円につきましては、公益財団法人エコサイ

クル高知が佐川町で行う最終処分場の整備に要する負担金でございます。 

 続きまして、２２６ページをお願いいたします。塵芥処理費の２億２，５１６万

８，０００円につきましては、一般廃棄物の分別、保管、運搬、再生、処分等に適

正処理に要する経費でございます。主な内訳になりますが、事業費と役務費につき

ましては、クリーンセンター横浪での消耗品費、電気料、郵便料などでございます。

委託料は、ごみ収集委託料、合計で１億４２３万２，０００円、指定ごみ袋製造委

託料２，１４１万７，０００円、クリーンセンター横浪の運転維持管理等包括的民

間委託料６，１００万２，０００円など、合計委託料で２億１３６万３，０００円

を計上しております。 

 次に、２２７ページ、クリーンセンター横浪施設整備事業費５億２，６３０万円

につきましては、リサイクルプラザ基幹的設備改良工事の令和６年度事業といたし

まして、工事請負費４億８，５６９万３，０００円、同工事に係ります施工管理業

務委託料１，３７５万円、そのほか、浸出水処理施設の第１キュービクルの改修、

原水ポンプの更新工事などを予定しております。また、備品購入費は、パワーショ

ベルの更新を予定しております。 

 最後になります。２２８ページをお願いいたします。第３目し尿処理費、し尿中

間槽維持費につきましては、大峰にありますし尿中間槽の用地借り上げ料でござい

ます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝学校教育課長。 

暫時の間、休憩します。 

 

午前１１時１７分 休憩 

午前１１時１７分 再開 

 

○森田委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 学校教育課長。 

○中西学校教育課長＝それでは、学校教育課所管分について主な事業のみ説明をさせ

ていただきます。 

 主要事業説明書３２４ページからでございます。第１０款教育費第１項教育総務

費第１目教育委員会費です。細目１教育委員会費２４７万４，０００円は、教育委

員会の運営に関する経費で、教育委員４人分の報酬等でございます。 

 次に、３２５ページ、第２目事務局費です。細目３の事務局費は、学校教育課の
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運営に関する経費で１，５３１万４，０００円です。前年度比５４８万１，０００

円の増額ですが、主な要因としましては、需用費で中学校統合に向けまして、須崎

中学校を除きますが、中学１年生が実施をします交流事業の際の昼食費５万２，０

００円、委託料では、中学校での部活動移動支援としてのバス委託料１００万円を

新たに計上いたしております。また、同じく委託料で、新しい学校教育実現のため

の研究委託料として３６０万円を計上いたしております。新学習指導要領では、児

童生徒の資質、能力の育成に向けてＩＣＴ機器を最大限に活用し、これまで以上に

個別最適な学び、協働的な学びを一体的に実現をし、主体的、対話的で深い学びの

実現に向けた授業改善につなげるなどとしておりますことから、本市でもこうした

学びを研究していくための委託費として計上いたしております。具体的には、新年

度になってから調整を図るということにいたしております。 

 次に、３２６ページ、細目４学資金貸付金１１４万円は、教育の機会均等を図る

ために、経済的理由等による就学困難な方に学資金の貸与をするものでございます。 

 細目９になります。３２８ページ、スクールソーシャルワーカー派遣事業費は、

３人の配置をする経費５５５万２，０００円、細目１０スクールバス特別会計繰出

金は、９７４万８，０００円を計上いたしております。細目１３風呂敷型学校づく

り支援事業費７２万８，０００円、細目１６学ぶ意欲を育む教育の充実事業費２４

０万１，０００円、細目１８使う・伝える・心をつなぐ情報教育推進事業費１５０

万８，０００円でございます。県のアクションプランで補助金を活用した事業でご

ざいまして、不登校対策や若年教諭の資質、指導力強化、ＩＣＴ利活用やプログラ

ミング教育を推進する事業を行う経費でございます。 

 ３３５ページ、細目２０外国語教育推進事業費３，５３８万７，０００円は、Ａ

ＬＴの５人の方、それから国際交流員１人を配置しておりますので、その報酬や家

賃等のほか、英語暗唱大会やイングリッシュキャンプ、小学１年生の交流事業であ

りますハロウィンパーティーの経費を計上いたしております。 

 ３３９ページ、細目３８子ども第三の居場所事業費２，１６５万２，０００円は、

てくテックすさきの運営に係る経費等でございまして、施設管理者の人件費のほか、

みんなのコードへの運営委託料となっております。 

 ３４０ページ、第３目教育研究所費３５３万２，０００円は、教育研究所の運営

に要する経費等でございます。 

 ３４１ページ、小学校管理費です。細目２小学校管理費は、１億２，５６９万７，

０００円です。小学校の管理運営に関する経費でございまして、事業概要にあると

おりでございます。会計年度任用職員の人件費、学校医や学校薬剤師の報酬のほか、

浦ノ内スクールバスの北岸便、南岸便の２台分の運行委託料、南地区から多ノ郷小

学校への交通手段確保対策としての運行委託料、教職員の健康診断委託料、学校施

設の維持管理委託料など、委託料で１，９１８万１，０００円、学校の各種営繕工



令和 ５年度 ３月定例会 教育民生委員会 

 

43 

事など工事請負費４２９万２，０００円等を計上いたしております。また、備品購

入費は、給食用備品や学校で必要となる備品として１２３万３，０００円を計上い

たしております。細目１６学校情報通信環境整備事業費１，９２５万５，０００円

です。ＩＣＴ支援員２人の人件費、学習支援ソフト導入費用、フィルタリングライ

センス費用、デジタル教科書使用料、てくテックすさきでの体験の際に使用するバ

スの運行委託料、また、教育委員会や学校で使用しますＷｉ－Ｆｉルーターの回線

使用料を見込んでおります。 

 続きまして、３４３ページ、第２目教育振興費です。細目１の小学校教育振興費

は３７７万７，０００円です。前年度比２５１万７，０００円の増額ですが、主な

ものは、小学校の教科書改訂に伴うものでございまして、本年度１２月補正で対応

できていない教師用の指導書を購入するための経費を備品購入費として計上いたし

ております。 

 次に、３４５ページ、細目１３要・準要保護児童扶助費１，５１７万２，０００

円です。学用品費や新入学児童への助成、タブレットを持ち帰っての家庭学習をし

た際のオンライン通信費等への助成をしております。なお、準要保護の御家庭でこ

れまで保護者負担７０％としておりました学校給食費や修学旅行費などの項目がご

ざいますけれども、令和６年度からは１００％の助成ということで予定をいたして

おります。 

 次に、３４６ページ、細目１４特別支援学級児童扶助費１０４万９，０００円は、

特別支援学級に通級する児童の保護者の経済的負担軽減のため、必要な支援をする

ための経費でございます。 

 ３４８ページ、細目１７地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業費１２３万６，０

００円は、スクールガードリーダー２人の報償費です。 

 ３５１ページ、細目２２特別支援教育支援員配置事業費５，０９５万６，０００

円は、支援を必要とする児童に対しまして、生活や学習上の困難を改善、克服する

ための支援員を配置するもので、会計年度任用職員の１６人分の人件費等でござい

ます。 

 次に、３５７ページ、細目５８笑顔になる給食充実事業費１，０９２万円です。

食材や燃料などの物価高騰に対応するとともに、保護者負担の軽減や子どもたちが

笑顔になるおいしい給食の提供、内容の充実のために、令和５年度に引き続きまし

て予算化をいたしております。 

 次に、３５８ページ、第３目学校建設費です。細目２学校施設環境改善交付金事

業費２億９，２６８万６，０００円です。須崎小学校の大規模改造工事に要する経

費で、校舎のトイレ改修、給食受入れ口の設置、体育館へのエアコン設置に要する

経費を計上いたしております。細目３学校給食センター整備事業費５億６，８６８

万８，０００円です。敷地造成工事、建築工事費のほか、トラック２台と軽トラッ
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ク１台、厨房機器の設備関係の備品購入費を計上いたしております。 

 ３６０ページ、細目４学校施設整備事業費１，６５８万円です。多ノ郷小学校、

新荘小学校、安和小学校への給食受入れ口の設計委託料のほか、安和小学校、新荘

小学校、多ノ郷小学校、南小学校の受水槽の改修、多ノ郷小学校の照明交換、南小

学校保健室、吾桑小学校理科室のエアコンの工事費となっております。 

 続きまして、３６１ページ、第３項中学校費第１目学校管理費です。細目２中学

校管理費３，６１２万４，０００円です。内容は、中学校の管理運営に要する経費

で、事業概要のとおりでございます。昨年度比３４８万７，０００円の増額となっ

ておりますが、主には人件費と修繕料の増額となってございます。 

 ３６２ページ、細目１１学校情報通信環境整備事業費６３３万５，０００円は、

小学校費と同じく学習支援ソフト導入費用やフィルタリングライセンス費用、デジ

タル教科書使用料、てくテックすさきでの体験の際のバス運行委託料、Ｗｉ－Ｆｉ

ルーターの回線の接続料でございます。 

 ３６３ページ、第２目教育振興費です。細目１中学校教育振興費は、２７１万６，

０００円です。英語暗唱大会や弁論大会、プレゼンテーション大会に要する経費、

朝ヶ丘中学校と須崎中学校の弁当提供事業の委託料、部活動遠征費補助金等を例年

どおり計上いたしております。昨年度から１４５万１，０００円の減額でございま

すが、令和６年度は全国中学校体育大会の高知県実行委員会負担金がございました

ので、その減額が影響しております。 

 次に、３６６ページ、細目１０児童生徒心の居場所づくり推進事業費１，１７７

万円です。教育支援センターの会計年度任用職員の人件費やセンター活動経費とな

っております。現在、多ノ郷の大間地区の旧高知信用金庫須崎東支店内で、てくテ

ックすさきと併設するかたちで運営をしておりまして、施設の賃貸料と駐車場の賃

借料となっております。 

 次に、細目１１要・準要保護生徒扶助費１，０２０万円です。小学校費と同じく

学用品費、新入学生徒への助成、タブレットを持ち帰っての家庭学習をした際のオ

ンライン通信費等への助成となっております。準要保護での御家庭での保護者負担

７０％につきましては、令和６年度から１００％の助成を予定しております。 

 次に、３７１ページ、細目１７特別支援教育支援員配置事業費１，８９１万６，

０００円です。特別教育支援員の６人分の人件費となってございます。 

 ３７６ページに移ります。細目４０部活動指導員配置促進事業費２４２万６，０

００円です。先生方に代わりまして部活動を指導する会計年度任用職員の報酬等で、

４人分の予算を計上いたしております。細目４７弁当提供支援事業費５６万円は、

給食費の物価高騰の支援と同様に、朝ヶ丘中学校、須崎中学校で実施をしておりま

す弁当提供事業における物価高騰分への支援として行うものでございます。 

 ３７８ページ、第３目学校建設費です。細目１学校施設環境改善交付金事業費７



令和 ５年度 ３月定例会 教育民生委員会 

 

45 

億５，９１８万１，０００円は、朝ヶ丘中学校と須崎中学校の大規模改造工事に係

る設計監理委託料や工事費に要する経費でございます。細目３学校給食センター整

備事業費３億１６万円は、小学校費と同じく、敷地造成工事、建築工事費のほか、

トラックと軽トラック、厨房機器の設備関係の備品購入費を計上いたしております。

細目５学校施設整備事業費４７０万円は、朝ヶ丘中学校グラウンド改修工事の設計

委託料、上分中学校の特別支援学級へのエアコン設置、朝ヶ丘中学校体育館の仕切

りネット取替え、須崎中学校の受水槽タンク改修工事に要する経費となってござい

ます。 

 次に、別冊令和６年度一般会計予算書に移ります。１０４ページをお開きいただ

きたいと思います。第１１款災害復旧費第３項文教施設災害復旧費第１目公立学校

施設災害復旧費は、前年度同額の１，０００万円を計上いたしております。 

 最後ですが、９ページをお開きください。別冊予算書の９ページになります。第

２表で、債務負担行為でございます。朝ヶ丘中学校大規模改修事業は、学校統合に

向けまして必要となる改修でございまして、期間を議決日から令和７年度まで、限

度額を２億２，８３４万２，０００円といたしております。学校給食センター整備

事業は、令和７年度にかけて予定をしておりまして、期間を議決日から令和７年度

まで、限度額を７億１，０９４万５，０００円といたしております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝生涯学習課長。 

○小野生涯学習課長＝生涯学習課所管の予算のうち、主な事業について御説明いたし

ます。 

 主要事業説明書３８１ページでございます。社会教育総務費は、社会教育推進に

要する経費で、事業費は４３４万２，０００円でございます。１３節使用料及び賃

借料の３１５万１，０００円は、市民体育館、図書館用地の賃借料などでございま

す。 

 ３８２ページ、人権教育総合推進事業費といたしまして２４万４，０００円、３

８３ページ、文化財保存事業費１，３８２万３，０００円につきましては、市内の

文化財を次世代に継承するための文化財保護に関する経費といたしまして、土佐藩

砲台跡保存活用計画策定業務委託料１，１８３万２，０００円を新たに計上するも

のでございます。台場の砲台跡につきましては、昭和１９年１１月に土佐藩砲台跡

という名称で国の史跡として文化財に指定されております。本市は、これまで文化

庁から文化財保護法に基づく史跡として、構造物の設置や土地の形状変更などを行

わないよう強く指導を受けている経過がございます。このたび文化庁及び高知県歴

史文化財課とも調整をいたしまして、国庫補助金事業としても採択をされまして、

保存計画策定に関する事業を実施しようとするものでございます。令和６年度は、

すさきがすきさ応援基金と国庫補助金を財源といたしまして、石垣測量による現況



令和 ５年度 ３月定例会 教育民生委員会 

 

46 

把握及び保存活用に関する計画策定を実施する計画としております。石垣の測量は

令和６年度で完了する見込みで、令和７年度は引き続き計画策定業務を実施してま

いりたいと考えておりまして、全体としましては、令和６年から令和７年度にかけ

て２年間にわたり実施する事業計画となっております。 

 続きまして、３８５ページ、成人式事業費６５万３，０００円でございます。 

 ３８６ページ、会計年度任用職員雇用経費は、公民館、図書館職員に係る雇用経

費でございまして、４，２４７万９，０００円、前年比７３７万３，０００円増の

主たる原因につきましては、人事院勧告に基づく賃金などの更正でございます。 

 ３８７ページで、「子ども司書」養成講座事業費で、昨年同様の１６万６，０００

円としております。 

 ３８８ページ、自然体験型学習事業費は、上分地区で実施するかわうそ未来塾で

経費２０万円は全額県補助でございまして、昨年と同額でございます。 

 ３９６ページでございます。公民館費は、市内公民館の運営経費２，０８２万５，

０００円でございます。前年比４６７万２，０００円の増の主たる要因といたしま

しては、工事請負費でアッセンブリーハウスのトイレ改修工事を９９万８，０００

円、それから、久通交流会館外壁修繕工事で３４４万３，０００円などを計上する

こととしております。 

 続きまして、３９７ページ、地域自主組織運営事業費４，７９１万円、浦ノ内、

上分、吾桑の各地域自主組織の運営活動に要する経費でございます。前年比８９２

万８，０００円の増の主な要因といたしましては、人事院勧告に基づく人件費の増

と地域課題解決費の増などでございます。 

 ３９９ページ、図書館費、図書館の運営や事業に要する経費７７７万４，０００

円でございます。 

 ４００ページ、家庭教育支援基盤形成事業費は、図書館を活用した家庭教育支援

に要する経費といたしまして、昨年同様４９万５，０００円。生後６か月健診時の

ブックスタートなどの事業でございます。 

 ４０１ページ、図書館等複合施設整備事業費、１４億３，０９８万円につきまし

ては、主たる事業費といたしまして、委託料といたしまして、ＰＦＩ事業、図書館

等複合施設整備事業のモニタリング業務委託７３７万６，０００円でございます。

これにつきましては、ＰＦＩ事業による図書館等複合施設の整備に当たって、企業

体の企画提案書の内容や市の要求水準に沿ったものとなっているか、施工管理や監

督を委託するものでございまして、令和５年度予算において、令和７年度までの期

間、債務負担行為の議決をいただいたものに係る令和６年度分の予算計上でござい

ます。 

 次に、公有財産購入費といたしまして、同じくＰＦＩ事業、図書館等複合施設整

備事業費の工事対応分といたしまして１４億２，１６０万９，０００円につきまし
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ては、令和５年度予算において、令和７年度までの期間、債務負担行為の議決をい

ただいたものに係る令和６年度分の予算計上として、建設工事対応分として計上し

ているものでございます。 

 続きまして、４０２ページ、図書館等複合施設運営形態探求支援事業費１，００

０万円につきましては、令和８年３月竣工予定の図書館等複合施設において、供用

開始に当たり、ハード面と並行して具体的な運営方法を検討していく必要があるた

め、専門家に委託して運営方法を検討する業務に要する経費でございます。新規の

事業といたしまして、この事業の主な内容といたしましては、この事業につきまし

ては、須崎市にとって最善かつ中長期的に持続可能な図書館等複合施設の運営形態

を模索することを目標とした事業でございます。令和５年度には同様の事業を実施

しておりますが、調査業務として、日本全国の先進的な複合施設や図書館の事例を

研究いたしまして、須崎市における市民協働の在り方を検討する際の参考事例とし

て全国から十数件余りの施設に注目して、文献や運営状態などの調査を実施をいた

しました。また、新潟県の新発田市をはじめとした幾つかの施設につきまして、図

書館の視察などを行い、情報収集並びに意見交換を行う調査も実施したところであ

ります。これまでの調査によりまして様々な運営方法を調査、視察をする中で、各

地域におきましては、受皿となる民間組織の存在が運営方法に大きな影響を与える

という状況でございます。令和６年度の事業につきましては、これまで実施してき

た調査からさらに踏み込んだかたちで本市の実情に沿った最適な運営形態を模索す

るための調査を引き続き検討していく必要があることから事業を実施しようとする

ものでございます。 

 また、令和６年度以降、複合施設の整備状況の様子を様々なかたちで情報発信す

る方法などについても取り組みを進めますとともに、施設整備の全体の進捗に合わ

せて施設の運営形態に関する市民の皆様との対話の場を設けさせていただき、市民

の皆様との協働の在り方も含めて御意見を頂戴し、検討していきたいと考えておる

事業でございます。 

 次に、４０７ページ、学校施設開放管理費は、学校施設開放事業に要する経費１

１０万５，０００円でございます。 

 続きまして、別冊一般会計予算書をお願いいたします。９ページでございます。

第２表、債務負担行為でございます。先ほど主要事業説明書３８３ページの文化財

保存事業費で御説明申し上げましたとおり、土佐藩砲台跡保存活用計画策定支援業

務委託を２か年で実施しようとしておりまして、議決日から令和７年度までの期間、

７２３万円を限度として債務負担行為を起こそうとするものでございます。 

 以上よろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝この際、１０分間休憩いたします。 
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午前１１時４４分 休憩 

午前１１時５３分 再開 

 

○森田委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより質疑に入ります。杉山委員。 

○杉山副委員長＝市民課長にお聞きしますが、事業説明書の７９ページ、マイナンバ

ーカード交付事務費ですが、これは申請してまだ交付をされてない方があとどのぐ

らいいるのか分かりますでしょうか。 

○森田委員長＝市民課長。 

○大﨑市民課長＝お答えします。今、申請率が７６．２６％になっております。交付

率が６９．１２％になっておりますので、１５０人ぐらいの方がまだ取りに来てな

いというかたちです。 

○森田委員長＝杉山委員。 

○杉山副委員長＝ちょっと休憩をお願いします。 

○森田委員長＝暫時の間、休憩いたします。 

 

午前１１時５５分 休憩 

午前１１時５５分 再開 

 

○森田委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 杉山委員。 

○杉山副委員長＝マイナンバーカードは、やっぱり任意ですし、いろいろと保険証の

ことなんかでもまだトラブルも続いておりまして、保険証の普及も進んでいません

ので、このマイナンバーカード交付事務費に関しては、私は反対をさせていただき

ます。 

 引き続きよろしいですか。 

○森田委員長＝杉山委員。 

○杉山副委員長＝学校教育課長にお聞きいたします。 

 ３２５ページの事務局費ですが、これをもう一度確認したいんですけれども、統

合に向けての交流のための費用が入っているということでしたが、一緒に給食なん

かを食べたりする、それはどの学校が対象になりますでしょうか。 

○森田委員長＝学校教育課長。 

○中西学校教育課長＝先ほど説明いたしましたけれども、来年度中学１年生の学年で

須崎中学校を除く学校で交流を予定をしているとお聞きをしております。ですので、

現在でいうと、須崎中学校以外の４校、昼食、お弁当を配付というかたちになりま

すけれども、を予定をしております。 
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 それから、これは統合ではない、統合に絡みますけれども、部活動で合同部活動

をやったりするところがございますので、その部活動の移動支援として、バスの委

託で１００万円を計上いたしております。 

○森田委員長＝杉山委員。 

○杉山副委員長＝引き続き確認したいんですが、３７８ページですが、須崎中学校や

朝ヶ丘中学の大規模改造工事に関してですけれども、これは新聞報道でも、統合に

向けての改修ということで注力というような報道もあったんですが、やっぱり私は

統合は住民合意の下、進めるべきだと思っているので、合意がある地域もあると思

うので、それに向けた施設改修があるのはいいと思うんですけれども、合意のない

地域も含めて、統合に向けて必要な改修ということなのか、統合じゃなくてもエレ

ベーターなんかの改修は必要だと思うので、須崎中学校以外の４校が統合するため

に必要な工事費なのか、そうでなくても必要な工事なのかをちょっと確認させてく

ださい。 

  〔「もう説明できちゅうやいか」「いや、休憩して」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝暫時の間、休憩します。 

 

午前１１時５９分 休憩 

午後 ０時０１分 再開 

 

○森田委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 学校教育課長。 

○中西学校教育課長＝お答えいたします。御質問の件につきましては、学校統合計画

もこちら策定をしてお示しをしておりまして、それに基づいて必要な改修もござい

ますし、給食センターを計画しております。朝ヶ丘中学校にも給食が今ないので、

その受入れ口も当然必要になってきますので、統合だけではございませんが、そこ

も含めたことで予定はいたしております。 

○森田委員長＝杉山委員。 

○杉山副委員長＝そしたら、統合に係る部分があるということで、事務局費も含めま

して、合意のない、住民合意があるという判断をするには、まだ早いかと、まだま

だ対話が必要だという考えですので、反対をいたしたいと思います。 

 そしたら、もう１点質問ですが、３５９ページ、３６０ページにも関連してです

が、須崎小学校ですとか、ほかの安和や新荘の、安和、新荘だったかな、多ノ郷小

学校の給食受入れ口を造るというような工事の予算がありますが、須崎小学校や多

ノ郷小学校は、今、自校式で給食ができている学校は、できれば自校でやっていた

だきたい、食育のことを考えますと、自校がまたよろしいかと思いますので残して

いただきたいんですけど、それはセンターの事業を進めるに当たって困難というこ
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とでしょうか。１，０００食提供するセンターということで、小学校もセンターに

切り替えないとセンター自体の事業が止まってしまうということですか。 

○森田委員長＝学校教育課長。 

○中西学校教育課長＝まず、給食センターの説明をさせていただきたいと思います。 

 最初は１，０００食ではなくって、例えば１，５００食とかいう規模で建設がで

きないかという検討もいたしましたけれども、児童生徒数がだんだんに減っている

中で大規模といいましょうか、食数が多い施設は後々すぐにそれほど必要がなくな

るということもございますので、１，０００食ということで今計画をいたしており

ます。 

 もう一つは、給食調理員が正規職員がおりますので、市の職員で。その正規職員

の配属先を確保するということも必要ですので、一部自校式の学校を残しながら、

退職をされた段階で給食センターからの配送に切り替えると、段階的に切り替えて

いくということで今計画をいたしております。そういうことで、基本的には、給食

センターからの配送というのが、まず基本的な考えになっておりますので、先ほど、

須崎小学校、多ノ郷小学校という、学校名が出ましたけれども、そういったところ

は現在は配送の予定ということで考えております、自校式ということではなくて。

自校式は一部残すのは、正職員の配属先が必要ということで現在は考えております。

いずれはセンターから全ての学校へ配送ということで自校式から切り替えるという

ことで御理解をいただきたいと思います。 

○森田委員長＝杉山委員。 

○杉山副委員長＝自校式の給食ってとても大事やと思うんですよね。なので、できる

限り残していただきたいんですけれども、そのセンターの事業を進めるに当たって、

食数が少なくなると、例えば事業の交付金の問題とか、そういうことがあるんでし

ょうか。例えば学校じゃなくても病院への配送とかも検討していけるのであれば、

学校は自校でやられてる、今施設があるところは残して、センターの食数はほかで

確保するというようなことも検討できるのかなと思うんですけれども、学校じゃな

いといけないのか。 

  〔「すみません、予算に関係ない話は一般質問やない、これは」と呼ぶ者あり〕 

○杉山副委員長＝いや、これは……。 

  〔「給食センターを病院へ持ってとかいってたら、予算に限って、そんな幅広い

と何ぼでも、何日にもなるで、ほんで」と呼ぶ者あり〕 

○杉山副委員長＝それがオッケーやったら、自校を残してほしいから反対をしようか

なと思って。 

  〔「うん、もう反対したらええわ」と呼ぶ者あり〕 

○杉山副委員長＝オッケーじゃないがやったら、学校じゃないといかんやったら     

センター必要なので……。 
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  〔「みんなあが学校のためにやりゆうがやろ、ほんで」と呼ぶ者あり〕 

○杉山副委員長＝大事な質問です。 

○森田委員長＝学校教育課長。 

○中西学校教育課長＝先ほど申し上げましたとおり、一部自校を残しつつということ

で計画をいたしておりますので、当分の間は、学校給食のみでしか運用しません。

使いません。先ほど言った、例えば１，５００食、最初にちょっと申し上げました

けども、そういった施設であれば、そういった考えもちょっと別のところへ、学校

以外のところへっていうことも検討できるのではないかということでその当時はあ

ったんですけども、規模も縮小しましたので、現在のところは、当分の間はもう学

校のみということで考えております。 

 それから、もう一つ付け加えますと、自校方式がこれまで続いてますので、須崎

市としてもできる限り自校がいいということで続けているのは御理解いただいてる

とは思うんですけども、現在、自校方式にすると、今の給食を作りながらその学校

に新たな施設を造らなければならないと、給食棟を。となると、正直もう敷地がい

っぱいですので、学校に新たな用地っていうのがないので、給食を止めてまで新た

な施設を構えるということはなかなか難しいと考えておりますので、最終的に給食

センターの方向性で決めたということも御理解をいただきたいと思ってます。以上

です。 

○森田委員長＝ほかに。 

 森光委員。 

○森光委員＝２点ばかりお聞きしたいと思います。生活保護扶助費についてお伺いし

たいと思います。 

 先ほどの説明の中で生活保護が減りましたということで、この減った要因ですね、

内訳はどのようなことになっておられるのかちょっとお聞きしてみたいと思います

んでよろしくお願いいたします。 

○森田委員長＝福祉事務所長。 

○山岡福祉事務所長＝お答えします。まだ実績とまで至っていないんですが、全体に

先ほどの説明は減という説明させていただきました。主な原因は、やっぱり高齢の

方が減っているんで、ちなみに新規の方は横ばいの、数はあんまり変わってない状

態で高齢の方の減が主な原因で、それまでコロナの関係で増えたっていうことでも

ないとはお聞きしてます。また、実績等最終的に出たら詳細分析等したいなと思っ

てます。以上です。 

○森田委員長＝森光委員。 

○森光委員＝先ほど２点ばかりって申し上げましたけど、もう１点、保育協会の関連

で子ども・子育て支援課にお聞きしたいと思います。 

 予算等増えた中に要員の増員を見込んでということで、これは何人ぐらいを見込
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んでおられるんでしょうか。お聞きいたします。 

○森田委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○寺田子ども・子育て支援課長＝８人ほど考えております。 

○森田委員長＝大﨑委員。 

○大﨑委員＝福祉事務所長、すみません、１点お尋ねします。新規の事業で医療的ケ

アの保育事業費ですね。今回こちら新規事業ということで、説明もちょっと走り走

りだったもんで、もうちょっと掘り下げた説明がいただければ、どのような対象者

とか人数とか、どういう考えなのか、それだけちょっと１点確認したいです、すみ

ません。 

○森田委員長＝福祉事務所長。 

○山岡福祉事務所長＝１２月補正で１人該当の方ということで取ったんですが、この

方は今現在施設へ入られて、今予算は執行状態にありません。今後新規取ったのは、

その該当の方がおるっていうがではなくて、予算を一旦取ったという……。 

○大﨑委員＝対応のために。 

○山岡福祉事務所長＝はい。 

○大﨑委員＝そうか、そうか、分かりました。 

○山岡福祉事務所長＝以上です。 

○森田委員長＝ほかにございませんか。 

 杉山委員。 

○杉山副委員長＝子ども・子育て支援課長にお聞きしたいですが、３９３ページのな

ないろ児童クラブ推進事業費なんですけれども、多ノ郷小学校に３つある児童クラ

ブは、多分児童数も同じぐらいじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと予算

額がなないろだけ少し少ないので、なぜかというところを御説明いただけますでし

ょうか。 

○森田委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○寺田子ども・子育て支援課長＝委員御質問のとおり、かわうそ、なないろ、ひまわ

りは同じ学校で同じ規模の人数がおる予定になっておるんですけれども、会計年度

任用職員の雇う過程で、なないろの人員としては約２人想定しております。ほかの

かわうそとかひまわりに関しましては、現状３人を想定しておりまして、予算とし

ては金額が低くなっておるのはこのせいだと思います。 

○森田委員長＝杉山委員。 

○杉山副委員長＝それは運営上は問題ないんでしょうか。 

○森田委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○寺田子ども・子育て支援課長＝会計年度任用職員については、継続的に雇うかたち

でやらせていただいておるんですけれども、そのほかにパートのお仕事していただ

く方を配置することによって運営はできるようなかたちにはなっております。 
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○森田委員長＝ないようでしたら……。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝委員長を副委員長と暫時の間交代して……。 

○西村委員＝ない、１点ある、それやったら１点、先、構いませんか。１点。 

○森田委員長＝西村委員。 

○西村委員＝教育長と副市長にもこれが政策的なことでお伺いいたしますが、１７６

ページ、安和保育園管理運営委託料、これは４，４０３万９，０００円ついてます

が、現在園児数が２０人ということをお聞きをいたしております。２０人を１１月

１日現在で切ったら、もう随分前から保育園の統合計画の中で廃園にするというよ

うなことでずっと説明を受けてきましたので、昨年、令和５年１１月１日で２０人

を切ってなかったという判断だと思いますけど、今年切ったらですよね、令和７年

から廃園ということの確認です。それはずっと受けてきましたので、それは間違い

ないですよね。 

○森田委員長＝副市長。 

○平井副市長＝その原則でいってると私は認識してまして、今の時点では人数が足り

てるというふうに私は認識しております。 

○西村委員＝了解しました。 

○森田委員長＝では、委員長を暫時の間、副委員長と交代いたします。 

○杉山副委員長＝森田さん。 

○森田委員長＝私も今回の１７号、一般会計予算の中に従来より一貫して反対してお

りましたマイナンバーカード交付事務費が含まれているという点で反対の意思を示

しておきたいと思います。 

 副委員長から委員長に元へ戻します。 

 ほかにないでしょうか。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝それでは、採決いたします。 

 本案は、御異議がございましたので、挙手により採決をいたします。 

 賛成の委員の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○森田委員長＝挙手多数であります。よって、本案は、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  陳情第１０号 子どものために保育士配置基準の引き上げを求める意 

見書の提出を求める陳情書 
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○森田委員長＝それでは、引き続きまして、陳情の審査に入ります。 

 まず、継続審査となっております陳情第１０号子どものために保育士配置基準の

引き上げを求める意見書の提出を求める陳情書を議題といたします。 

 まずは、前回審査時に陳情者に詳細を確認するよう事務局に依頼しておりました

ので、事務局長よりその報告をお願いいたします。 

 事務局長。 

○嶋﨑事務局長＝それでは、事務局より御報告いたします。 

 まず、陳情者の田中きよむさんという方とは直接話はしておりませんが、ここに

書いております保育の公的保障の充実を求める大運動高知県実行委員会の事務局の

方から説明をいただきました。 

 それで、実行委員会といたしましては、毎年１１月に高知市をはじめ、県内の市

町村議会へ陳情を行っているようでして、過去３年間、本市の状況を見ますと、確

かに説明のあったとおり、令和３年１１月、令和４年１１月、令和５年１１月と毎

年決まって１１月に陳情が出ております。ただ、令和４年１１月の陳情を採択し、

意見書を提出したのが、翌年の令和５年６月、昨年の５月議会であったため、間を

置かずに１１月に次の陳情が出てきたということでございます。 

 それで、事務局の方も昨年６月に須崎市議会が意見書を出していただいたという

ことは十分承知をされておりまして、その上で、前回の陳情は保育士配置基準の見

直しを求める陳情で、今回は、この陳情にも書いておりますとおり、既に国は見直

しの方向を示しておりますので、それを確実に実施されることを求めるものである

ということの説明でございました。昨年６月に意見書を提出していただいたことは

十分承知をした上での再度意見書を国に上げていただきたいということのお話でご

ざいました。 

 報告は以上でございます。 

○森田委員長＝今、事務局長より説明があったとおりであります。 

 それでは、皆さんの御意見をお伺いいたします。 

 杉山委員。 

○杉山副委員長＝国も配置基準の引上げを１歳と５歳で引き上げていくことに今回な

りましたけれども、まだまだ保育士アンケートでも、もっともっと配置基準の引上

げっていうのは求められてますので、引き続きこの意見書の提出をしていくべきだ

と私は思います。 

  〔「それは採択ということやね」と呼ぶ者あり〕 

○杉山副委員長＝採択ということです。 

  〔「もう諮ったら、諮ったら」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝それでは、この陳情についてお諮りしたいと思います。 
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 この陳情を採択することに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」「挙手採択でお願いします」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝それでは、この陳情に賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

  〔賛成者挙手〕 

○森田委員長＝同数ですので、須崎市議会委員会条例第１７条の規定により、委員長

が採決します。委員長は、この陳情を採択すべきものといたします。 

 この意見書案提出について、委員長が提出者、委員が賛成者となって提出するこ

と及び意見書案は委員長に一任させていただくことに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝御異議なしと認めます。よって、そのようにさせていただきます。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  陳情第１２号 地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する陳情書 

 

○森田委員長＝続きまして、今回受理しました陳情の審査に入ります。 

 既に陳情文書表をお配りしておりますので、陳情者の朗読は省略いたします。 

 陳情第１２号地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する陳情書を議題といた

します。 

 委員の皆さんの御意見をお伺いいたします。 

 西村委員。 

○西村委員＝文言訂正で趣旨採択すべきだと思います。 

 陳情事項の第２、地方たばこ税を活用し、民間事業者への分煙となってますけど、

民間がやる分に関しては、税金投入っていうことはいろいろ意見が出てくると思い

ますので、この部分は削除したらどうでしょうか。地域たばこ税を活用しっていう

ような、この部分に、民間は民間で独自で分煙環境整備を拡大することを願うって

いうっていうぐらいがもっといいんじゃないかなと思いますけど。 

○森田委員長＝という意見が西村委員より出ておりますが。 

  〔「暫時休憩」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝暫時の間、休憩いたします。 

 

午後 ０時２３分 休憩 

午後 ０時２３分 再開 

 

○森田委員長＝正常に復します。 

 この陳情について、挙手による採択をいたしたいと思います。 



令和 ５年度 ３月定例会 教育民生委員会 

 

56 

 陳情採択の委員の皆さんの挙手を……。 

  〔「趣旨採択ね」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝趣旨採択を……。 

○杉山副委員長＝休憩構いませんか。 

○森田委員長＝はい。 

 

午後 ０時２４分 休憩 

午後 ０時３２分 再開 

 

○森田委員長＝それでは、正常に復します。 

 ただいまの……。 

  〔「もう一回言い直しましょうか」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝西村委員。 

○西村委員＝すみません、言い直します。意見書（案）の１枚目の「このため地方た

ばこ税を」っていうところから２行、その下の「望まれる。」までの文を削除して、

あとはもうそのままということで、削除するというようなことでございますので、

これ趣旨採択ということでお願いしたいと思います。 

  〔「はい、同じく」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝西村委員からそのような提案がありました。 

 それでは、趣旨採択に賛成の委員の皆さんの挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○森田委員長＝挙手多数であります。 

 趣旨採択ということですので、正副委員長にて文言の訂正等を行って、意見書を

提出したいと思います。 

 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○森田委員長＝それでは、以上で当委員会に付託されました全ての審査を終了いたし

ます。お疲れさまでした。 

 

＊～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～＊ 

○午後 ０時３３分 閉会 


